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 北九州市福祉事務所長事務委任規則の一部を改正する規則をここに公布する

。 

  平成３０年８月１日 

                    北九州市長 北 橋 健 治 

北九州市規則第５０号 

北九州市福祉事務所長事務委任規則の一部を改正する規則 

北九州市福祉事務所長事務委任規則（昭和３８年北九州市規則第３０号）の

一部を次のように改正する。 

本則各号列記以外の部分中「第５５条の４第２項」の次に「（同法第５５条

の５第２項において準用する場合を含む。）」を加え、本則中第９４号を第９

５号とし、第１８号から第９３号までを１号ずつ繰り下げ、本則第１７号中「

第７７条」の次に「、第７７条の２」を加え、「費用」を「費用等」に改め、

同号を本則第１８号とし、本則中第１６号を第１７号とし、第１３号から第１

５号までを１号ずつ繰り下げ、本則第１２号中「第５５条の５」を「第５５条

の６」に改め、同号を本則第１３号とし、本則第１１号の次に次の１号を加え

る。 

（１２） 生活保護法第５５条の５第１項の規定による進学準備給付金の支

給に関すること。 

付 則 

この規則は、公布の日から施行する。ただし、本則第１７号の改正規定（「

第７７条」の次に「、第７７条の２」を加える部分に限る。）は、平成３０年

１０月１日から施行する。 
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北九州市告示第３４７号

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年

法律第１２３号）第５４条第２項の規定により育成医療及び更生医療に係る指

定自立支援医療機関の指定をしたので、同法第６９条第１号の規定により次の

とおり告示する。

  平成３０年８月１日

北九州市長 北 橋 健 治  

１ 薬局（育成医療及び更生医療）

指定自立支援医療機関

の名称 
指定自立支援医療機関の所在地 指定年月日 

サンキュードラッグ筒

井町薬局 

北九州市八幡西区筒井町１５番１

号 

平成３０年

８月１日 

２ 訪問看護ステーション等（育成医療及び更生医療）

指定自立支援医療機関

の名称 
指定自立支援医療機関の所在地 指定年月日 

訪問看護メンタルサポ

ートとむ・そーや八幡 

北九州市八幡西区大平一丁目１０

番１０号 

平成３０年

８月１日 
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北九州市告示第３４８号

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年

法律第１２３号）第６５条の規定により育成医療及び更生医療に係る指定自立

支援医療機関から指定の辞退の届出があったので、同法第６９条第３号の規定

により次のとおり告示する。

  平成３０年８月１日

北九州市長 北 橋 健 治 

１ 薬局（育成医療及び更生医療）

指定自立支援医療

機関の名称 

指定自立支援医療機

関の所在地 
辞退理由 辞退年月日 

ニック調剤薬局小

倉店 

北九州市小倉北区馬

借二丁目６番４号 

閉局のため 平成３０年

５月３１日 

２ 訪問看護ステーション等（育成医療及び更生医療）

指定自立支援医療

機関の名称 

指定自立支援医療機

関の所在地 
辞退理由 辞退年月日 

医療法人親和会天

神クリニック訪問

看護室 

北九州市戸畑区天神

一丁目９番７号 

訪問看護室休

止のため 

平成３０年

７月１日 
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北九州市告示第３４９号 

 難病の患者に対する医療等に関する法律（平成２６年法律第５０号）第５条

第１項の規定により指定医療機関の指定をしたので、同法第２４条第１号の規

定により次のとおり告示する。 

  平成３０年８月１日 

北九州市長 北 橋 健 治  

１ 病院又は診療所   

指定医療機関の名

称 
指定医療機関の所在地 指定年月日 

みはし歯科医院 北九州市小倉南区北方一丁目１６

番３号 

平成３０年８月

１日 

２ 薬局   

指定医療機関の名

称 
指定医療機関の所在地 指定年月日 

若園調剤薬局 北九州市小倉南区若園四丁目１４

番１４号 

平成３０年７月

１日 
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北九州市告示第３５０号

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年

法律第１２３号）第５４条第２項の規定により精神通院医療に係る指定自立支

援医療機関の指定をしたので、同法第６９条第１号の規定により次のとおり告

示する。

  平成３０年８月１日

北九州市長 北 橋 健 治  

１ 病院又は診療所（精神通院医療）

指定自立支援医療機関

の名称 
指定自立支援医療機関の所在地 指定年月日 

社会福祉法人恩賜財団

済生会支部福岡県済生

会八幡総合病院 

北九州市八幡東区春の町五丁目９

番２７号 

平成３０年

８月１日 

２ 薬局（精神通院医療）

指定自立支援医療機関

の名称 
指定自立支援医療機関の所在地 指定年月日 

サンキュードラッグ筒

井町薬局 

北九州市八幡西区筒井町１５番１

号 

平成３０年

８月１日 
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北九州市公告第５２１号

 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７

年政令第３７２号）第４条に規定する特定調達契約につき、落札者を決定した

ので、北九州市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則（平成７年

北九州市規則第７８号）第１２条第１項の規定により次のとおり公告する。

  平成３０年８月１日

             北九州市長 北 橋 健 治  

１ 特定役務の名称及び数量

  平成３０年度庁内イントラネット用パソコン等の借入れ及び保守 一式

２ この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在地

  北九州市総務局情報政策部情報政策課

  北九州市小倉北区大手町１番１号

３ 契約の相手方を決定した日

  平成３０年７月１８日

４ 契約の相手方の名称及び住所

富士通リース株式会社九州支店

  福岡市博多区東比恵三丁目１番２号

５ 契約金額

  ３億９，６７８万９，８４０円

６ 契約の相手方を決定した手続

  一般競争入札

７ 一般競争入札の公告をした日

  平成３０年６月１日

８ 落札方式

  最低価格による。
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工事名 （仮称）戸畑中央小学校区放課後児童クラブ新築工事
工事場所 北九州市戸畑区新池二丁目１番
工事内容 放課後児童クラブの新築工事
工期 請負契約締結の日から平成３１年３月８日まで
予定価格 ９，１７９万円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）
総合評価落札
方式

適用しない。

登録 建設工事有資格業者名簿（注１）に記載され、有資格業者としての資格を有していること。
登録工種 建築工事（希望順位が第１順位であること。）
等級（注２） Ａ
許可 建築工事業について特定建設業の許可を受けていること。
所在地 本店又は主たる営業所（注３）が北九州市内にあること。

実績

平成２５年度以降、北九州市（上下水道局、交通局、病院局及び公営競技局を含む。以下「本
市」という。）が発注した予定価格２００万円を超える額（消費税及び地方消費税相当額を含
む。）の建築工事（軽微な工事（注４）を除く。）について、単体又は共同企業体の構成員と
して指名の実績（一般競争入札で参加資格有りと認めたものを含む。）又は契約の実績がある
こと。

手持工事等
本市が発注した予定価格６，０００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の建築
工事で平成３０年７月３０日から本件開札日までの間に開札するものの落札者（共同企業体の
構成員を含む。）でないこと。

技術者
この工事に係る監理技術者（直接的かつ恒常的な雇用関係（入札を行った日において雇用関係
が３箇月以上経過していることをいう。）にある者に限る。）を専任で配置することができる
こと。

その他 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。
場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課

期間
この公告の日から本件開札日まで（注５）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後
１時から午後４時３０分まで

４　競争参加
　資格確認申
　請書の提出
　期間
５　入札書の
　受付期間

場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課
日時 平成３０年９月４日　午前９時
最低制限価格 設ける。
入札保証金 免除する。

契約金額の１００分の１０以上の額。ただし、契約規則第２５条第７項第１号又は第２号のい
ずれかに該当する場合は、免除する。

（１）　この公告の日から平成３０年８月２０日まで（注５）の毎日午前９時から午後４時３０分まで
（２）　平成３０年８月２１日　午前９時から正午まで

（４）　この公告に関する問合せ先は、北九州市技術監理局契約部契約課（電話　０９３－５８２－２２５６
　）とする。

９　その他

６　開札の場
　所及び日時

７　入札及び
　契約に関す
　る条件 契約保証金

（１）　平成３０年８月３０日及び同月３１日　午前９時から午後７時まで
（２）　平成３０年９月３日　午前９時から午後４時３０分まで

（２）　入札説明書に定める期間中に仕様書等の交付を受けない者又は北九州市電子入札システムの利用者登

（４）　北九州市電子入札実施要領第１０条各号のいずれかに該当する入札

　録を完了していない者は、この入札に参加することができない。

８　入札の無
　効

次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

（１）　この工事に係るその他入札に関する条件は、入札説明書による。

（３）　下請代金の総額が３，０００万円以上（建築一式工事においては４，５００万円以上）の場合、以下
　に定める届出の義務を履行していない一次下請建設業者（当該届出の義務がない者を除く。）名等を建設業
　担当部局（福岡県建築指導課等）に通報する。
　ア　健康保険法（大正１１年法律第７０号）第４８条の規定による届出の義務
　イ　厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１５号）第２７条の規定による届出の義務

（３）　契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札

注１　北九州市建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第５９号）第７条第１項に

　ウ　雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）第７条の規定による届出の義務

北九州市公告第５２２号
　次の工事について、一般競争入札により請負契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２２

１　工事概要

２　競争入札
　参加資格（
　次のいずれ
　にも該当す
　る者である
　こと。）

　　平成３０年８月１日
。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定により、次のとおり公告する。
年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市契約規則（昭和３９年北九州市規則第２５号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北九州市長　北　橋　健　治

３　契約条項
　を示す場所
　及び期間

（１）　この公告に示した競争参加資格のない者のした入札
（２）　競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者の入札
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　規定する有資格業者名簿をいう。

注４　北九州市工事執行規則（昭和４９年北九州市規則第７７号）第１８条の規定による軽微な工事をいう。

　８号）に規定する休日及び１２月２９日から翌年の１月３日までの日が含まれる場合、それらの日を除く。

注２　建設工事有資格業者名簿に記載されている工種ごとの等級をいう。
注３　建設業法施行規則（昭和２４年建設省令第１４号）第６条に規定する主たる営業所をいう。

注５　この公告第３項及び第４項に規定する期間内に、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７
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工事名 学研北部（小敷塩屋３号線）歩道照明灯設置工事（３０－１）
工事場所 北九州市若松区大字小敷ほか
工事内容 歩道照明灯の設置工事
工期 請負契約締結の日から平成３１年１月３１日まで
予定価格 ５，３６８万円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）
総合評価落札
方式

適用しない。

登録 建設工事有資格業者名簿（注１）に記載され、有資格業者としての資格を有していること。
登録工種 電気工事（希望順位が第１順位であること。）
等級（注２） Ａ
許可 電気工事業について特定建設業の許可又は一般建設業の許可を受けていること。

所在地 本店又は主たる営業所（注３）が北九州市内にあること。

実績

平成２５年度以降、北九州市（上下水道局、交通局、病院局及び公営競技局を含む。以下「本
市」という。）が発注した予定価格２００万円を超える額（消費税及び地方消費税相当額を含
む。）の電気工事（信号機若しくは電気計装設備に係る工事又は軽微な工事（注４）を除く。
）について、単体又は共同企業体の構成員として指名の実績（一般競争入札で参加資格有りと
認めたものを含む。）又は契約の実績があること。

（１）　競争参加資格確認申請書の提出期限の日において、本市が発注した予定価格１，２０
　０万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の電気工事（信号機若しくは電気計装
　設備に係る工事を除く。）を単体又は共同企業体の構成員として施工中でないこと。ただし
　、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

　ア　北九州市技術監理局契約部が優良業者認定基準に基づき認定した電気工事の優良業者で
　　あるとき。
　イ　工事の施工の一時中止（注５）に係る通知を受けている場合において、当該工事中止期
　　間中であるとき。
　ウ　当該施工中の工事について、賃金又は物価等の変動に基づく契約金額の変更（注６）を
　　協議（注７）するため工期を延長した場合において、競争参加資格確認申請書の提出期限
　　の日が当該工期の延長に係る期間中のものであるとき。

（２）　本市が発注した予定価格１，２００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。
　）の電気工事（信号機若しくは電気計装設備に係る工事を除く。）で平成３０年７月３０日
　から本件開札日までの間に開札するものの落札者（共同企業体の構成員を含む。）でないこ
　と。

技術者
この工事に係る監理技術者（直接的かつ恒常的な雇用関係（入札を行った日において雇用関係
が３箇月以上経過していることをいう。以下同じ。）にある者に限る。）又は主任技術者（直
接的かつ恒常的な雇用関係にある者に限る。）を専任で配置することができること。

その他 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。
場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課

期間
この公告の日から本件開札日まで（注８）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後
１時から午後４時３０分まで

４　競争参加
　資格確認申
　請書の提出
　期間
５　入札書の
　受付期間

場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課
日時 平成３０年９月４日　午前９時８分
最低制限価格 設ける。
入札保証金 免除する。

契約金額の１００分の１０以上の額。ただし、契約規則第２５条第７項第１号又は第２号のい
ずれかに該当する場合は、免除する。

北九州市公告第５２３号

手持工事等

　次の工事について、一般競争入札により請負契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２２

１　工事概要

２　競争入札
　参加資格（
　次のいずれ
　にも該当す
　る者である
　こと。）

　　平成３０年８月１日
。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定により、次のとおり公告する。
年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市契約規則（昭和３９年北九州市規則第２５号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北九州市長　北　橋　健　治

３　契約条項
　を示す場所
　及び期間

６　開札の場
　所及び日時

７　入札及び
　契約に関す
　る条件 契約保証金

（１）　平成３０年８月３０日及び同月３１日　午前９時から午後７時まで
（２）　平成３０年９月３日　午前９時から午後４時３０分まで

（１）　この公告の日から平成３０年８月２０日まで（注８）の毎日午前９時から午後４時３０分まで
（２）　平成３０年８月２１日　午前９時から正午まで

次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
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　８号）に規定する休日及び１２月２９日から翌年の１月３日までの日が含まれる場合、それらの日を除く。

注２　建設工事有資格業者名簿に記載されている工種ごとの等級をいう。
注３　建設業法施行規則（昭和２４年建設省令第１４号）第６条に規定する主たる営業所をいう。

注５　北九州市工事請負契約約款第２０条（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約約款第

　項）に規定する契約金額の変更をいう。
注７　北九州市工事請負契約約款第２５条第７項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約

　２０条、病院局が発注した工事にあっては北九州市病院局工事請負契約約款第２０条、公営競技局が発注した工事にあっ
　ては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２０条）に規定する工事の施工の一時中止をいう。

　事請負契約約款第２５条第５項及び第６項、病院局が発注した工事にあっては北九州市病院局工事請負契約約款第２５条
　第５項及び第６項、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２５条第５項及び第６

　約款第２５条第７項、病院局が発注した工事にあっては北九州市病院局工事請負契約約款第２５条第７項、公営競技局が
　発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２５条第７項）に規定する協議をいう。
注８　この公告第３項及び第４項に規定する期間内に、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７

注４　北九州市工事執行規則（昭和４９年北九州市規則第７７号）第１８条の規定による軽微な工事をいう。

注６　北九州市工事請負契約約款第２５条第５項及び第６項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工

（１）　この公告に示した競争参加資格のない者のした入札
（２）　競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者の入札
（３）　契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札

注１　北九州市建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第５９号）第７条第１項に
　規定する有資格業者名簿をいう。

（２）　入札説明書に定める期間中に仕様書等の交付を受けない者又は北九州市電子入札システムの利用者登

９　その他

（４）　この公告に関する問合せ先は、北九州市技術監理局契約部契約課（電話　０９３－５８２－２２５６
　）とする。

（４）　北九州市電子入札実施要領第１０条各号のいずれかに該当する入札

　録を完了していない者は、この入札に参加することができない。

８　入札の無
　効

（１）　この工事に係るその他入札に関する条件は、入札説明書による。

（３）　下請代金の総額が３，０００万円以上（建築一式工事においては４，５００万円以上）の場合、以下
　に定める届出の義務を履行していない一次下請建設業者（当該届出の義務がない者を除く。）名等を建設業
　担当部局（福岡県建築指導課等）に通報する。
　ア　健康保険法（大正１１年法律第７０号）第４８条の規定による届出の義務
　イ　厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１５号）第２７条の規定による届出の義務
　ウ　雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）第７条の規定による届出の義務
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工事名 学研北部（払川３３号線他）歩道照明灯設置工事（３０－２）
工事場所 北九州市若松区大字払川ほか
工事内容 歩道照明灯の設置工事
工期 請負契約締結の日から平成３１年１月３１日まで
予定価格 ２，３９７万円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）
総合評価落札
方式

適用しない。

登録 建設工事有資格業者名簿（注１）に記載され、有資格業者としての資格を有していること。
登録工種 電気工事（希望順位が第１順位であること。）
等級（注２） Ａ又はＢ
許可 電気工事業について特定建設業の許可又は一般建設業の許可を受けていること。

所在地
本店又は主たる営業所（注３）が北九州市若松区内、八幡東区内、八幡西区内又は戸畑区内に
あること。

実績

平成２５年度以降、北九州市（上下水道局、交通局、病院局及び公営競技局を含む。以下「本
市」という。）が発注した予定価格２００万円を超える額（消費税及び地方消費税相当額を含
む。）の電気工事（信号機若しくは電気計装設備に係る工事又は軽微な工事（注４）を除く。
）について、単体又は共同企業体の構成員として指名の実績（一般競争入札で参加資格有りと
認めたものを含む。）又は契約の実績があること。

（１）　競争参加資格確認申請書の提出期限の日において、Ａランク業者については予定価格
　１，２００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の、Ｂランク業者については
　予定価格２００万円を超える額（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の本市が発注した
　電気工事（信号機若しくは電気計装設備に係る工事又は軽微な工事（注４）を除く。）を単
　体又は共同企業体の構成員として施工中でないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合
　は、この限りでない。
　ア　北九州市技術監理局契約部が優良業者認定基準に基づき認定した電気工事の優良業者で
　　あるとき。
　イ　工事の施工の一時中止（注５）に係る通知を受けている場合において、当該工事中止期
　　間中であるとき。
　ウ　当該施工中の工事について、賃金又は物価等の変動に基づく契約金額の変更（注６）を
　　協議（注７）するため工期を延長した場合において、競争参加資格確認申請書の提出期限
　　の日が当該工期の延長に係る期間中のものであるとき。
（２）　Ａランク業者については予定価格１，２００万円以上（消費税及び地方消費税相当額
　を含む。）の、Ｂランク業者については予定価格２００万円を超える額（消費税及び地方消
  費税相当額を含む。）の本市が発注した電気工事（信号機若しくは電気計装設備に係る工事
　又は軽微な工事（注４）を除く。）で平成３０年７月３０日から本件開札日までの間に開札
　するものの落札者（共同企業体の構成員を含む。）でないこと。

技術者
この工事に係る監理技術者（直接的かつ恒常的な雇用関係（入札を行った日において雇用関係
が３箇月以上経過していることをいう。以下同じ。）にある者に限る。）又は主任技術者（直
接的かつ恒常的な雇用関係にある者に限る。）を配置することができること。

その他 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。
場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課

期間
この公告の日から本件開札日まで（注８）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後
１時から午後４時３０分まで

４　競争参加
　資格確認申
　請書の提出
　期間
５　入札書の
　受付期間

場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課
日時 平成３０年９月４日　午前９時１６分
最低制限価格 設ける。
入札保証金 免除する。

契約金額の１００分の１０以上の額。ただし、契約規則第２５条第７項第１号又は第２号のい
ずれかに該当する場合は、免除する。

次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

３　契約条項
　を示す場所
　及び期間

６　開札の場
　所及び日時

７　入札及び
　契約に関す
　る条件 契約保証金

（１）　平成３０年８月３０日及び同月３１日　午前９時から午後７時まで
（２）　平成３０年９月３日　午前９時から午後４時３０分まで

（１）　この公告の日から平成３０年８月２０日まで（注８）の毎日午前９時から午後４時３０分まで
（２）　平成３０年８月２１日　午前９時から正午まで

北九州市公告第５２４号

手持工事等

　次の工事について、一般競争入札により請負契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２２

１　工事概要

２　競争入札
　参加資格（
　次のいずれ
　にも該当す
　る者である
　こと。）

　　平成３０年８月１日
。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定により、次のとおり公告する。
年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市契約規則（昭和３９年北九州市規則第２５号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北九州市長　北　橋　健　治
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　規定する有資格業者名簿をいう。

（２）　入札説明書に定める期間中に仕様書等の交付を受けない者又は北九州市電子入札システムの利用者登

９　その他

（５）　この公告に関する問合せ先は、北九州市技術監理局契約部契約課（電話　０９３－５８２－２２５６
　）とする。

（４）　北九州市電子入札実施要領第１０条各号のいずれかに該当する入札

　録を完了していない者は、この入札に参加することができない。

８　入札の無
　効

（１）　この工事に係るその他入札に関する条件は、入札説明書による。

（３）　下請代金の総額が３，０００万円以上（建築一式工事においては４，５００万円以上）の場合、以下
　に定める届出の義務を履行していない一次下請建設業者（当該届出の義務がない者を除く。）名等を建設業
　担当部局（福岡県建築指導課等）に通報する。
　ア　健康保険法（大正１１年法律第７０号）第４８条の規定による届出の義務
　イ　厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１５号）第２７条の規定による届出の義務
　ウ　雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）第７条の規定による届出の義務
（４）　この工事は、現場代理人の兼任を認める要件に該当すれば、他の工事と重複して現場代理人となるこ

（１）　この公告に示した競争参加資格のない者のした入札
（２）　競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者の入札
（３）　契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札

注１　北九州市建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第５９号）第７条第１項に

　とができる工事である。兼任を認める要件については、北九州市契約部ホームページに掲載した「現場代理
　人の常駐義務緩和に関する取扱要領」を参照すること。

　８号）に規定する休日及び１２月２９日から翌年の１月３日までの日が含まれる場合、それらの日を除く。

注２　建設工事有資格業者名簿に記載されている工種ごとの等級をいう。
注３　建設業法施行規則（昭和２４年建設省令第１４号）第６条に規定する主たる営業所をいう。

注５　北九州市工事請負契約約款第２０条（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約約款第

　項）に規定する契約金額の変更をいう。
注７　北九州市工事請負契約約款第２５条第７項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約

　２０条、病院局が発注した工事にあっては北九州市病院局工事請負契約約款第２０条、公営競技局が発注した工事にあっ
　ては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２０条）に規定する工事の施工の一時中止をいう。

　事請負契約約款第２５条第５項及び第６項、病院局が発注した工事にあっては北九州市病院局工事請負契約約款第２５条
　第５項及び第６項、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２５条第５項及び第６

　約款第２５条第７項、病院局が発注した工事にあっては北九州市病院局工事請負契約約款第２５条第７項、公営競技局が
　発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２５条第７項）に規定する協議をいう。
注８　この公告第３項及び第４項に規定する期間内に、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７

注４　北九州市工事執行規則（昭和４９年北九州市規則第７７号）第１８条の規定による軽微な工事をいう。

注６　北九州市工事請負契約約款第２５条第５項及び第６項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工
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工事名 八幡駅前広場照明灯設置工事（３０－１）
工事場所 北九州市八幡東区西本町三丁目ほか
工事内容 駅前広場照明灯の設置工事
工期 請負契約締結の日から平成３１年２月２８日まで
予定価格 １，４１１万円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）
総合評価落札
方式

適用しない。

登録 建設工事有資格業者名簿（注１）に記載され、有資格業者としての資格を有していること。
登録工種 電気工事（希望順位が第１順位であること。）
等級（注２） Ａ又はＢ
許可 電気工事業について特定建設業の許可又は一般建設業の許可を受けていること。

所在地
本店又は主たる営業所（注３）が北九州市若松区内、八幡東区内、八幡西区内又は戸畑区内に
あること。

実績

平成２５年度以降、北九州市（上下水道局、交通局、病院局及び公営競技局を含む。以下「本
市」という。）が発注した予定価格２００万円を超える額（消費税及び地方消費税相当額を含
む。）の電気工事（信号機若しくは電気計装設備に係る工事又は軽微な工事（注４）を除く。
）について、単体又は共同企業体の構成員として指名の実績（一般競争入札で参加資格有りと
認めたものを含む。）又は契約の実績があること。

（１）　競争参加資格確認申請書の提出期限の日において、Ａランク業者については予定価格
　１，２００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の、Ｂランク業者については
　予定価格２００万円を超える額（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の本市が発注した
　電気工事（信号機若しくは電気計装設備に係る工事又は軽微な工事（注４）を除く。）を単
　体又は共同企業体の構成員として施工中でないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合
　は、この限りでない。
　ア　北九州市技術監理局契約部が優良業者認定基準に基づき認定した電気工事の優良業者で
　　あるとき。
　イ　工事の施工の一時中止（注５）に係る通知を受けている場合において、当該工事中止期
　　間中であるとき。
　ウ　当該施工中の工事について、賃金又は物価等の変動に基づく契約金額の変更（注６）を
　　協議（注７）するため工期を延長した場合において、競争参加資格確認申請書の提出期限
　　の日が当該工期の延長に係る期間中のものであるとき。
（２）　Ａランク業者については予定価格１，２００万円以上（消費税及び地方消費税相当額
　を含む。）の、Ｂランク業者については予定価格２００万円を超える額（消費税及び地方消
  費税相当額を含む。）の本市が発注した電気工事（信号機若しくは電気計装設備に係る工事
　又は軽微な工事（注４）を除く。）で平成３０年７月３０日から本件開札日までの間に開札
　するものの落札者（共同企業体の構成員を含む。）でないこと。

技術者
この工事に係る監理技術者（直接的かつ恒常的な雇用関係（入札を行った日において雇用関係
が３箇月以上経過していることをいう。以下同じ。）にある者に限る。）又は主任技術者（直
接的かつ恒常的な雇用関係にある者に限る。）を配置することができること。

その他 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。
場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課

期間
この公告の日から本件開札日まで（注８）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後
１時から午後４時３０分まで

４　入札の中
　止
５　競争参加
　資格確認申
　請書の提出
　期間
６　入札書の
　受付期間

場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課
日時 平成３０年９月４日　午前９時５０分
最低制限価格 設ける。
入札保証金 免除する。

契約金額の１００分の１０以上の額。ただし、契約規則第２５条第７項第１号又は第２号のい
ずれかに該当する場合は、免除する。

北九州市公告第５２５号

手持工事等

　次の工事について、一般競争入札により請負契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２２

１　工事概要

２　競争入札
　参加資格（
　次のいずれ
　にも該当す
　る者である
　こと。）

　　平成３０年８月１日
。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定により、次のとおり公告する。
年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市契約規則（昭和３９年北九州市規則第２５号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北九州市長　北　橋　健　治

３　契約条項
　を示す場所
　及び期間

７　開札の場
　所及び日時

８　入札及び
　契約に関す
　る条件 契約保証金

（１）　平成３０年８月３０日及び同月３１日　午前９時から午後７時まで
（２）　平成３０年９月３日　午前９時から午後４時３０分まで

（１）　この公告の日から平成３０年８月２０日まで（注８）の毎日午前９時から午後４時３０分まで
（２）　平成３０年８月２１日　午前９時から正午まで

この工事に関連する「八幡駅前広場改修工事（３０－２）」が入札不成立となった場合は、この工事の入札を
中止する。

次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
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　８号）に規定する休日及び１２月２９日から翌年の１月３日までの日が含まれる場合、それらの日を除く。

注２　建設工事有資格業者名簿に記載されている工種ごとの等級をいう。
注３　建設業法施行規則（昭和２４年建設省令第１４号）第６条に規定する主たる営業所をいう。

注５　北九州市工事請負契約約款第２０条（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約約款第

　項）に規定する契約金額の変更をいう。
注７　北九州市工事請負契約約款第２５条第７項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約

　２０条、病院局が発注した工事にあっては北九州市病院局工事請負契約約款第２０条、公営競技局が発注した工事にあっ
　ては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２０条）に規定する工事の施工の一時中止をいう。

　事請負契約約款第２５条第５項及び第６項、病院局が発注した工事にあっては北九州市病院局工事請負契約約款第２５条
　第５項及び第６項、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２５条第５項及び第６

　約款第２５条第７項、病院局が発注した工事にあっては北九州市病院局工事請負契約約款第２５条第７項、公営競技局が
　発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２５条第７項）に規定する協議をいう。
注８　この公告第３項及び第５項に規定する期間内に、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７

注４　北九州市工事執行規則（昭和４９年北九州市規則第７７号）第１８条の規定による軽微な工事をいう。

注６　北九州市工事請負契約約款第２５条第５項及び第６項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工

（１）　この公告に示した競争参加資格のない者のした入札
（２）　競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者の入札
（３）　契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札

注１　北九州市建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第５９号）第７条第１項に

　とができる工事である。兼任を認める要件については、北九州市契約部ホームページに掲載した「現場代理
　人の常駐義務緩和に関する取扱要領」を参照すること。

　規定する有資格業者名簿をいう。

（２）　入札説明書に定める期間中に仕様書等の交付を受けない者又は北九州市電子入札システムの利用者登

１０　その他

（５）　この公告に関する問合せ先は、北九州市技術監理局契約部契約課（電話　０９３－５８２－２２５６
　）とする。

（４）　北九州市電子入札実施要領第１０条各号のいずれかに該当する入札

　録を完了していない者は、この入札に参加することができない。

９　入札の無
　効

（１）　この工事に係るその他入札に関する条件は、入札説明書による。

（３）　下請代金の総額が３，０００万円以上（建築一式工事においては４，５００万円以上）の場合、以下
　に定める届出の義務を履行していない一次下請建設業者（当該届出の義務がない者を除く。）名等を建設業
　担当部局（福岡県建築指導課等）に通報する。
　ア　健康保険法（大正１１年法律第７０号）第４８条の規定による届出の義務
　イ　厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１５号）第２７条の規定による届出の義務
　ウ　雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）第７条の規定による届出の義務
（４）　この工事は、現場代理人の兼任を認める要件に該当すれば、他の工事と重複して現場代理人となるこ
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工事名 （仮称）戸畑中央小学校区放課後児童クラブ新築機械工事

工事場所 北九州市戸畑区新池二丁目１番
工事内容 放課後児童クラブの新築機械工事

工期 請負契約締結の日から平成３１年３月８日まで
予定価格 １，５４７万円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）

総合評価落札
方式

適用しない。

登録 建設工事有資格業者名簿（注１）に記載され、有資格業者としての資格を有していること。

登録工種 管工事(希望順位が第１順位であること。)

等級（注２） Ａ又はＢ

許可 管工事業について特定建設業の許可又は一般建設業の許可を受けていること。

所在地 本店又は主たる営業所（注３）が北九州市内にあること。

実績

平成２５年度以降、北九州市（上下水道局、交通局、病院局及び公営競技局を含む。以下「本
市」という。）が発注した予定価格２００万円を超える額（消費税及び地方消費税相当額を含
む。）の管工事（都市ガス若しくはＬＰガスに係る工事又は軽微な工事（注４）を除く。）に
ついて、単体又は共同企業体の構成員として指名の実績（一般競争入札で参加資格有りと認め
たものを含む。）又は契約の実績があること。

手持工事等

Ａランク業者については予定価格１，２００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。
）の、Ｂランク業者については予定価格２００万円を超える額（消費税及び地方消費税相当額
を含む。）の本市が発注した管工事（都市ガス若しくはＬＰガスに係る工事又は軽微な工事（
注４）を除く。）で平成３０年７月３０日から本件開札日までの間に開札するものの落札者（
共同企業体の構成員を含む。）でないこと。

技術者
この工事に係る監理技術者（直接的かつ恒常的な雇用関係（入札を行った日において雇用関係
が３箇月以上経過していることをいう。以下同じ。）にある者に限る。）又は主任技術者（直
接的かつ恒常的な雇用関係にある者に限る。）を配置することができること。

その他 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。

場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課

期間
この公告の日から本件開札日まで（注５）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後
１時から午後４時３０分まで

４　入札の中
　止

５　競争参加
　資格確認申
　請書の提出
　期間

６　入札書の
　受付期間

場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課

日時 平成３０年９月４日　午前９時３２分

最低制限価格 設ける。

入札保証金 免除する。

契約金額の１００分の１０以上の額。ただし、契約規則第２５条第７項第１号又は第２号のい

ずれかに該当する場合は、免除する。

（１）　平成３０年８月３０日及び同月３１日　午前９時から午後７時まで
（２）　平成３０年９月３日　午前９時から午後４時３０分まで

７　開札の場
　所及び日時

８　入札及び
　契約に関す
　る条件 契約保証金

（１）　この公告の日から平成３０年８月２０日まで（注５）の毎日午前９時から午後４時３０分まで
（２）　平成３０年８月２１日　午前９時から正午まで

北九州市公告第５２６号
　次の工事について、一般競争入札により請負契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２２
年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市契約規則（昭和３９年北九州市規則第２５号
。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定により、次のとおり公告する。
　　平成３０年８月１日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北九州市長　北　橋　健　治

１　工事概要

２　競争入札
　参加資格（
　次のいずれ
　にも該当す
　る者である
　こと。）

３　契約条項
　を示す場所
　及び期間

この工事に関連する「（仮称）戸畑中央小学校区放課後児童クラブ新築工事」が入札不成立となった場合は、
この工事の入札を中止する。
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９　入札の無
　効

次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

（１）　この公告に示した競争参加資格のない者のした入札

（２）　競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者の入札

（３）　契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札

（４）　北九州市電子入札実施要領第１０条各号のいずれかに該当する入札

　規定する有資格業者名簿をいう。
注２　建設工事有資格業者名簿に記載されている工種ごとの等級をいう。

注３　建設業法施行規則（昭和２４年建設省令第１４号）第６条に規定する主たる営業所をいう。

注５　この公告第３項及び第５項に規定する期間内に、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７

　８号）に規定する休日及び１２月２９日から翌年の１月３日までの日が含まれる場合、それらの日を除く。

注４　北九州市工事執行規則（昭和４９年北九州市規則第７７号）第１８条の規定による軽微な工事をいう。

注１　北九州市建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第５９号）第７条第１項に

１０　その他

（１）　この工事に係るその他入札に関する条件は、入札説明書による。

（２）　入札説明書に定める期間中に仕様書等の交付を受けない者又は北九州市電子入札システムの利用者登

　録を完了していない者は、この入札に参加することができない。

（５）  この公告に関する問合せ先は、北九州市技術監理局契約部契約課（電話　０９３－５８２－２２５６
  ）とする。

（３）　下請代金の総額が３，０００万円以上（建築一式工事においては４，５００万円以上）の場合、以下
　に定める届出の義務を履行していない一次下請建設業者（当該届出の義務がない者を除く。）名等を建設業
　担当部局（福岡県建築指導課等）に通報する。
　ア　健康保険法（大正１１年法律第７０号）第４８条の規定による届出の義務
　イ　厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１５号）第２７条の規定による届出の義務
　ウ　雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）第７条の規定による届出の義務

 (４)　 この工事は、現場代理人の兼任を認める要件に該当すれば、他の工事と重複して現場代理人となるこ
　とができる工事である。兼任を認める要件については、北九州市契約部ホームページに掲載した「現場代理
　人の常駐義務の緩和に関する取扱要領」を参照すること。
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工事名 五つ石横断歩道橋（湯川赤坂線）補修工事
工事場所 北九州市小倉北区霧ケ丘三丁目
工事内容 横断歩道橋の塗装工事
工期 請負契約締結の日から平成３１年３月１５日まで
予定価格 ９，３１８万円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）
総合評価落札
方式

適用しない。

登録 建設工事有資格業者名簿（注１）に記載され、有資格業者としての資格を有していること。
登録工種 塗装工事（希望順位が第１順位であること。）
許可 塗装工事業について特定建設業の許可を受けていること。
所在地 本店又は主たる営業所（注２）が北九州市内にあること。

実績

平成２５年度以降、北九州市（上下水道局、交通局、病院局及び公営競技局を含む。以下「本
市」という。）が発注した予定価格２００万円を超える額（消費税及び地方消費税相当額を含
む。）の塗装工事（軽微な工事（注３）を除く。）について、単体又は共同企業体の構成員と
して指名の実績（一般競争入札で参加資格有りと認めたものを含む。）又は契約の実績がある
こと。

（１）　競争参加資格確認申請書の提出期限の日において、本市が発注した予定価格６，００
  ０万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の塗装工事を単体又は共同企業体の構
　成員として施工中でないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

ア 工事の施工の一時中止（注４）に係る通知を受けている場合において、当該工事中止期
間中であるとき。

イ 当該施工中の工事について、賃金又は物価等の変動に基づく契約金額の変更（注５）を
協議（注６）するため工期を延長した場合において、競争参加資格確認申請書の提出期限
の日が当該工期の延長に係る期間中のものであるとき。

（２）　本市が発注した予定価格６，０００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。
　）の塗装工事で平成３０年７月３０日から本件開札日までの間に開札するものの落札者（共
  同企業体の構成員を含む。）でないこと。

技術者
この工事に係る監理技術者（直接的かつ恒常的な雇用関係（入札を行った日において雇用関係
が３箇月以上経過していることをいう。）にある者に限る。）を専任で配置することができる
こと。

その他 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。
場所 北九州市小倉北区城内１番１号 北九州市技術監理局契約部契約課

期間
この公告の日から本件開札日まで（注７）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後
１時から午後４時３０分まで

４　競争参加
　資格確認申
　請書の提出
　期間

５　入札書の
　受付期間

場所 北九州市小倉北区城内１番１号 北九州市技術監理局契約部契約課
日時 平成３０年９月４日 午前９時４０分
最低制限価格 設ける。
入札保証金 免除する。

契約金額の１００分の１０以上の額。ただし、契約規則第２５条第７項第１号又は第２号のい
ずれかに該当する場合は、免除する。

北九州市公告第５２７号
　次の工事について、一般競争入札により請負契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２２

１　工事概要

２　競争入札
　参加資格（
　次のいずれ
　にも該当す
　る者である
　こと。）

　　平成３０年８月１日
。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定により、次のとおり公告する。
年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市契約規則（昭和３９年北九州市規則第２５号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北九州市長　北　橋　健　治

３　契約条項
　を示す場所
　及び期間

（１）　この公告に示した競争参加資格のない者のした入札
（２）　競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者の入札
（３）　契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札

６ 開札の場
　所及び日時

７　入札及び
　契約に関す
　る条件 契約保証金

（１）　平成３０年８月３０日及び同月３１日　午前９時から午後７時まで
（２）　平成３０年９月３日　午前９時から午後４時３０分まで

手持工事等

（１）　この公告の日から平成３０年８月２０日まで（注７）の毎日午前９時から午後４時３０分まで
（２）　平成３０年８月２１日　午前９時から正午まで

その他

（２）　入札説明書に定める期間中に仕様書等の交付を受けない者又は北九州市電子入札システムの利用者登

（４）　北九州市電子入札実施要領第１０条各号のいずれかに該当する入札

　録を完了していない者は、この入札に参加することができない。

８　入札の無
　効

次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

（１）　この工事に係るその他入札に関する条件は、入札説明書による。

（３）　下請代金の総額が３，０００万円以上（建築一式工事においては４，５００万円以上）の場合、以下
　に定める届出の義務を履行していない一次下請建設業者（当該届出の義務がない者を除く。）名等を建設業
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　発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２５条第７項）に規定する協議をいう。
注７　この公告第３項及び第４項に規定する期間内に、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７
　８号）に規定する休日及び１２月２９日から翌年の１月３日までの日が含まれる場合、それらの日を除く。

　第５項及び第６項、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２５条第５項及び第６
　項）に規定する契約金額の変更をいう。
注６　北九州市工事請負契約約款第２５条第７項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約
　約款第２５条第７項、病院局が発注した工事にあっては北九州市病院局工事請負契約約款第２５条第７項、公営競技局が

注４　北九州市工事請負契約約款第２０条（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約約款第
　２０条、病院局が発注した工事にあっては北九州市病院局工事請負契約約款第２０条、公営競技局が発注した工事にあっ
　ては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２０条）に規定する工事の施工の一時中止をいう。
注５　北九州市工事請負契約約款第２５条第５項及び第６項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工
　事請負契約約款第２５条第５項及び第６項、病院局が発注した工事にあっては北九州市病院局工事請負契約約款第２５条

注３　北九州市工事執行規則（昭和４９年北九州市規則第７７号）第１８条の規定による軽微な工事をいう。
注２　建設業法施行規則（昭和２４年建設省令第１４号）第６条に規定する主たる営業所をいう。

注１　北九州市建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第５９号）第７条第１項に

　ウ　雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）第７条の規定による届出の義務
（４）　この公告に関する問合せ先は、北九州市技術監理局契約部契約課（電話　０９３－５８２－２２５６
　）とする。

９ その他

　規定する有資格業者名簿をいう。

担当部局（福岡県建築指導課等）に通報する。
　ア　健康保険法（大正１１年法律第７０号）第４８条の規定による届出の義務
　イ　厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１５号）第２７条の規定による届出の義務
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工事名
八幡駅前広場改修工事（３０－２）
西本町三丁目地内雨水（その３）合流改善管渠築造工事

工事場所
北九州市八幡東区西本町三丁目ほか
北九州市八幡東区西本町三丁目

工事内容
道路土工　一式　ほか
自由勾配側溝３００型　３９．５メートル  ほか

工期 請負契約締結の日から平成３１年３月３１日まで
予定価格 １億１，６３５万円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）
総合評価落札
方式

適用しない。

受発注者間情
報共有システ
ム

試行対象としない。

登録 建設工事有資格業者名簿（注１）に記載され、有資格業者としての資格を有していること。
登録工種 土木工事（希望順位が第１順位であること。）
等級（注２） Ａ
許可 土木工事業について特定建設業の許可を受けていること。
所在地 本店又は主たる営業所（注３）が北九州市内にあること。

実績

平成２５年度以降、北九州市（上下水道局、交通局、病院局及び公営競技局を含む。以下「本
市」という。）が発注した予定価格２００万円を超える額（消費税及び地方消費税相当額を含
む。）の土木工事（軽微な工事（注４）を除く。）について、単体又は共同企業体の構成員と
して指名の実績（一般競争入札で参加資格有りと認めたものも含む。）又は契約の実績がある
こと。

（１）　競争参加資格確認申請書の提出期限の日において、本市が平成２９年度又は平成３０
  年度に発注した予定価格（注５）６，０００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む
  。）の土木工事（推進工事、管更生工事、軌道工事及び本市が指定した特殊工事を除く。）
  を単体又は共同企業体の構成員として施工中（受発注者間情報共有システム試行対象工事を
　落札した者で契約手続中のものを含む。）でないこと。ただし、次のいずれかに該当する場
　合は、この限りでない。

　ア　北九州市技術監理局契約部が優良業者認定基準に基づき認定した土木工事の優良業者で
　　あるとき。
　イ　工事の施工の一時中止（注６）に係る通知を受けている場合において、当該工事中止期
　　間中であるとき。
　ウ　当該施工中の工事について、賃金又は物価等の変動に基づく契約金額の変更（注７）を
　　協議（注８）するため工期を延長した場合において、競争参加資格確認申請書の提出期限
　　の日が当該工期の延長に係る期間中のものであるとき。

（２）　本市が発注した予定価格６，０００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。
　）の土木工事（推進工事、管更生工事、軌道工事及び本市が指定した特殊工事を除く。）で
　平成３０年７月３０日から本件開札日までの間に開札するものの落札者（共同企業体の構成
　員を含む。）でないこと。

技術者
この工事に係る監理技術者（直接的かつ恒常的な雇用関係（入札を行った日において雇用関係
が３箇月以上経過していることをいう。）にある者に限る。）を専任で配置することができる
こと。

その他 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。
場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課

期間
この公告の日から本件開札日まで（注９）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後
１時から午後４時３０分まで

４　競争参加
　資格確認申
　請書の提出
　期間
５　入札書の
　受付期間

場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課
日時 平成３０年９月４日　午前９時５０分

７　入札及び 最低制限価格 設ける。

（１）　平成３０年８月３０日及び同月３１日　午前９時から午後７時まで
（２）　平成３０年９月３日　午前９時から午後４時３０分まで

（１）　この公告の日から平成３０年８月２０日まで（注９）の毎日午前９時から午後４時３０分まで
（２）　平成３０年８月２１日　午前９時から正午まで

２　競争入札
　参加資格（
　次のいずれ
　にも該当す
　る者である
　こと。）

手持工事等

北九州市公告第５２８号
　次の工事について、一般競争入札により請負契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２２

　　平成３０年８月１日
。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定により、次のとおり公告する。
年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市契約規則（昭和３９年北九州市規則第２５号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北九州市長　北　橋　健　治

１　工事概要

３　契約条項
　を示す場所
　及び期間

６　開札の場
　所及び日時
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　契約に関す 入札保証金 免除する。
　る条件 契約金額の１００分の１０以上の額。ただし、契約規則第２５条第７項第１号又は第２号のい

ずれかに該当する場合は、免除する。

８　入札の無
　効

注６　北九州市工事請負契約約款第２０条（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約約款第
　２０条、病院局が発注した工事にあっては北九州市病院局工事請負契約約款第２０条、公営競技局が発注した工事にあっ
　ては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２０条）に規定する工事の施工の一時中止をいう。
注７　北九州市工事請負契約約款第２５条第５項及び第６項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工
　事請負契約約款第２５条第５項及び第６項、病院局が発注した工事にあっては北九州市病院局工事請負契約約款第２５条
　第５項及び第６項、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２５条第５項及び第６
　項）に規定する契約金額の変更をいう。
注８　北九州市工事請負契約約款第２５条第７項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約
　約款第２５条第７項、病院局が発注した工事にあっては北九州市病院局工事請負契約約款第２５条第７項、公営競技局が
　発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２５条第７項）に規定する協議をいう。
注９　この公告第３項及び第４項に規定する期間内に、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７
　８号）に規定する休日及び１２月２９日から翌年の１月３日までの日が含まれる場合、それらの日を除く。

注５　合併入札を行った工事については、合併入札時の予定価格をいう。

契約保証金

　録を完了していない者は、この入札に参加することができない。

（４）　北九州市電子入札実施要領第１０条各号のいずれかに該当する入札

次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

（３）　契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札

（１）　この公告に係る入札は、八幡駅前広場改修工事（３０－２）及び西本町三丁目地内雨水（その３）合

注２　建設工事有資格業者名簿に記載されている工種ごとの等級をいう。
注３　建設業法施行規則（昭和２４年建設省令第１４号）第６条に規定する主たる営業所をいう。
注４　北九州市工事執行規則（昭和４９年北九州市規則第７７号）第１８条の規定による軽微な工事をいう。

注１　北九州市建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第５９号）第７条第１項に

　ウ　雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）第７条の規定による届出の義務

（１）　この公告に示した競争参加資格のない者のした入札
（２）　競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者の入札

９　その他

　規定する有資格業者名簿をいう。

（３）　入札説明書に定める期間中に仕様書等の交付を受けない者又は北九州市電子入札システムの利用者登

　）とする。

（４）　下請代金の総額が３，０００万円以上（建築一式工事においては４，５００万円以上）の場合、以下
　に定める届出の義務を履行していない一次下請建設業者（当該届出の義務がない者を除く。）名等を建設業
　担当部局（福岡県建築指導課等）に通報する。
　ア　健康保険法（大正１１年法律第７０号）第４８条の規定による届出の義務
　イ　厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１５号）第２７条の規定による届出の義務

（５）　この公告に関する問合せ先は、北九州市技術監理局契約部契約課（電話　０９３－５８２－２２５６

  流改善管渠築造工事の入札を合併して行う合併入札とする。
（２）　この工事に係るその他入札に関する条件は、入札説明書による。
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工事名 延命寺臨海公園整備工事
工事場所 北九州市小倉北区赤坂海岸
工事内容 敷地造成工　一式　ほか
工期 請負契約締結の日から平成３１年３月１５日まで
予定価格 １億９８８万円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）
総合評価落
札方式

適用しない。

受発注者間
情報共有シ
ステム

試行対象としない。

登録 建設工事有資格業者名簿（注１）に記載され、有資格業者としての資格を有していること。
登録工種 造園工事（希望順位が第１順位であること。）
等級（注 Ａ
許可 造園工事業について特定建設業の許可を受けていること。

所在地
本店、支店又は営業所が北九州市内にあり、平成３０年７月３１日までに北九州市技術監理局
契約部契約制度課において、事業所の登録手続（注３）を完了していること。

実績

平成２５年度以降、北九州市（上下水道局、交通局、病院局及び公営競技局を含む。以下「本
市」という。）が発注した予定価格２００万円を超える額（消費税及び地方消費税相当額を含
む。）の造園工事（軽微な工事（注４）を除く。）について、単体又は共同企業体の構成員と
して指名の実績（一般競争入札で参加資格有りと認めたものも含む。）又は契約の実績がある
こと。

手持工事等
本市が発注した予定価格１，０００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の造園
工事で平成３０年７月３０日から本件開札日までの間に開札するものの落札者（共同企業体の
構成員を含む。）でないこと。

技術者
この工事に係る監理技術者（直接的かつ恒常的な雇用関係（入札を行った日において雇用関係
が３箇月以上経過していることをいう。）にある者に限る。）を専任で配置することができる
こと。

その他 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。
場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課

期間
この公告の日から本件開札日まで（注５）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後
１時から午後４時３０分まで

４　競争参加
　資格確認申
　請書の提出
　期間
５　入札書の
　受付期間

場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課
日時 平成３０年９月４日　午前９時４５分
最低制限価 設ける。
入札保証金 免除する。

契約金額の１００分の１０以上の額。ただし、契約規則第２５条第７項第１号又は第２号のい
ずれかに該当する場合は、免除する。

８　入札の無
　効

（１）　平成３０年８月３０日及び同月３１日　午前９時から午後７時まで
（２）　平成３０年９月３日　午前９時から午後４時３０分まで

（１）　この公告の日から平成３０年８月２０日まで（注５）の毎日午前９時から午後４時３０分まで
（２）　平成３０年８月２１日　午前９時から正午まで

契約保証金

２　競争入札
　参加資格（
　次のいずれ
　にも該当す
　る者である
　こと。）

　録を完了していない者は、この入札に参加することができない。

（４）　北九州市電子入札実施要領第１０条各号のいずれかに該当する入札

次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

（３）　契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札

（１）　この工事に係るその他入札に関する条件は、入札説明書による。

注１　北九州市建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第５９号）第７条第１項に

　ウ　雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）第７条の規定による届出の義務

９　その他

北九州市公告第５２９号
　次の工事について、一般競争入札により請負契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２２

　　平成３０年８月１日
。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定により、次のとおり公告する。
年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市契約規則（昭和３９年北九州市規則第２５号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北九州市長　北　橋　健　治

１　工事概要

３　契約条項
　を示す場所
　及び期間

（１）　この公告に示した競争参加資格のない者のした入札
（２）　競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者の入札

６　開札の場
　所及び日時

７　入札及び
　契約に関す
　る条件

　規定する有資格業者名簿をいう。

（２）　入札説明書に定める期間中に仕様書等の交付を受けない者又は北九州市電子入札システムの利用者

　）とする。

（３）　下請代金の総額が３，０００万円以上（建築一式工事においては４，５００万円以上）の場合、以
　に定める届出の義務を履行していない一次下請建設業者（当該届出の義務がない者を除く。）名等を建設
　担当部局（福岡県建築指導課等）に通報する。
　ア　健康保険法（大正１１年法律第７０号）第４８条の規定による届出の義務
　イ　厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１５号）第２７条の規定による届出の義務

（４）　この公告に関する問合せ先は、北九州市技術監理局契約部契約課（電話　０９３－５８２－２２５
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注５　この公告第３項及び第４項に規定する期間内に、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７
　８号）に規定する休日及び１２月２９日から翌年の１月３日までの日が含まれる場合、それらの日を除く。

注４　北九州市工事執行規則（昭和４９年北九州市規則第７７号）第１８条の規定による軽微な工事をいう。

注２　建設工事有資格業者名簿に記載されている工種ごとの等級をいう。
注３　平成２９・３０年度北九州市建設工事入札参加資格審査申請要領又は平成２９・３０年度北九州市建設工事入札参加
　資格審査申請随時受付申請要領に基づく登録手続をいう。
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工事名 恒見朽網線（曽根新田工区）雨水幹線築造工事（３０－３）
工事場所 北九州市小倉南区曽根北町

工事内容 函渠工　５３０立方メートル　ほか
かんきょ

工期 請負契約締結の日から平成３１年３月１５日まで
予定価格 １億４，４４４万円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）
総合評価落札
方式

適用する。

受発注者間情
報共有システ
ム

試行対象としない。

登録 建設工事有資格業者名簿（注１）に記載され、有資格業者としての資格を有していること。
登録工種 土木工事（希望順位が第１順位であること。）
等級（注２） Ａ
許可 土木工事業について特定建設業の許可を受けていること。
所在地 本店又は主たる営業所（注３）が北九州市内にあること。

実績

平成２５年度以降、北九州市（上下水道局、交通局、病院局及び公営競技局を含む。以下「本
市」という。）が発注した予定価格２００万円を超える額（消費税及び地方消費税相当額を含
む。）の土木工事（軽微な工事（注４）を除く。）について、単体又は共同企業体の構成員と
して指名の実績（一般競争入札で参加資格有りと認めたものも含む。）又は契約の実績がある
こと。

（１）　競争参加資格確認申請書の提出期限の日において、本市が平成２９年度又は平成３０
  年度に発注した予定価格（注５）６，０００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む
  。）の土木工事（推進工事、管更生工事、軌道工事及び本市が指定した特殊工事を除く。）
  を単体又は共同企業体の構成員として施工中（受発注者間情報共有システム試行対象工事を
　落札した者で契約手続中のものを含む。）でないこと。ただし、次のいずれかに該当する場
　合は、この限りでない。

　ア　北九州市技術監理局契約部が優良業者認定基準に基づき認定した土木工事の優良業者で
　　あるとき。
　イ　工事の施工の一時中止（注６）に係る通知を受けている場合において、当該工事中止期
　　間中であるとき。
　ウ　当該施工中の工事について、賃金又は物価等の変動に基づく契約金額の変更（注７）を
　　協議（注８）するため工期を延長した場合において、競争参加資格確認申請書の提出期限
　　の日が当該工期の延長に係る期間中のものであるとき。

（２）　本市が発注した予定価格６，０００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。
　）の土木工事（推進工事、管更生工事、軌道工事及び本市が指定した特殊工事を除く。）で
　平成３０年７月３０日から本件開札日までの間に開札するものの落札者（共同企業体の構成
　員を含む。）でないこと。

技術者
この工事に係る監理技術者（直接的かつ恒常的な雇用関係（入札を行った日において雇用関係
が３箇月以上経過していることをいう。）にある者に限る。）を専任で配置することができる
こと。

その他 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。
場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課

期間
この公告の日から本件開札日まで（注９）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後
１時から午後４時３０分まで

４　競争参加
　資格確認申
　請書の提出
　期間
５　入札書の
　受付期間

場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課
日時 平成３０年９月１１日　午前９時３０分
最低制限価格 設けない。
入札保証金 免除する。

契約金額の１００分の１０以上の額。ただし、契約規則第２５条第７項第１号又は第２号のい
ずれかに該当する場合は、免除する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北九州市長　北　橋　健　治

１　工事概要

３　契約条項
　を示す場所
　及び期間

６　開札の場
　所及び日時

７　入札及び
　契約に関す
　る条件

北九州市公告第５３０号
　次の工事について、一般競争入札により請負契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２２

　　平成３０年８月１日
。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定により、次のとおり公告する。
年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市契約規則（昭和３９年北九州市規則第２５号

（１）　平成３０年８月２３日及び同月２４日　午前９時から午後７時まで
（２）　平成３０年８月２７日　午前９時から午後４時３０分まで

（１）　この公告の日から平成３０年８月６日まで（注９）の毎日午前９時から午後４時３０分まで
（２）　平成３０年８月７日　午前９時から正午まで

契約保証金

２　競争入札
　参加資格（
　次のいずれ
　にも該当す
　る者である
　こと。）

手持工事等

次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
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８　入札の無
　効

注６　北九州市工事請負契約約款第２０条（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約約款第
　２０条、病院局が発注した工事にあっては北九州市病院局工事請負契約約款第２０条、公営競技局が発注した工事にあっ
　ては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２０条）に規定する工事の施工の一時中止をいう。
注７　北九州市工事請負契約約款第２５条第５項及び第６項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工
　事請負契約約款第２５条第５項及び第６項、病院局が発注した工事にあっては北九州市病院局工事請負契約約款第２５条
　第５項及び第６項、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２５条第５項及び第６
　項）に規定する契約金額の変更をいう。
注８　北九州市工事請負契約約款第２５条第７項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約
　約款第２５条第７項、病院局が発注した工事にあっては北九州市病院局工事請負契約約款第２５条第７項、公営競技局が
　発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２５条第７項）に規定する協議をいう。
注９　この公告第３項及び第４項に規定する期間内に、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７
　８号）に規定する休日及び１２月２９日から翌年の１月３日までの日が含まれる場合、それらの日を除く。

９　その他

　規定する有資格業者名簿をいう。

（２）　入札説明書に定める期間中に仕様書等の交付を受けない者又は北九州市電子入札システムの利用者登

　）とする。

（３）　下請代金の総額が３，０００万円以上（建築一式工事においては４，５００万円以上）の場合、以下
　に定める届出の義務を履行していない一次下請建設業者（当該届出の義務がない者を除く。）名等を建設業
　担当部局（福岡県建築指導課等）に通報する。
　ア　健康保険法（大正１１年法律第７０号）第４８条の規定による届出の義務
　イ　厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１５号）第２７条の規定による届出の義務

（４）　この公告に関する問合せ先は、北九州市技術監理局契約部契約課（電話　０９３－５８２－２２５６

（１）　この公告に示した競争参加資格のない者のした入札
（２）　競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者の入札

注５　合併入札を行った工事については、合併入札時の予定価格をいう。

　録を完了していない者は、この入札に参加することができない。

（４）　北九州市電子入札実施要領第１０条各号のいずれかに該当する入札
（３）　契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札

（１）　この工事に係るその他入札に関する条件は、入札説明書による。

注２　建設工事有資格業者名簿に記載されている工種ごとの等級をいう。
注３　建設業法施行規則（昭和２４年建設省令第１４号）第６条に規定する主たる営業所をいう。
注４　北九州市工事執行規則（昭和４９年北九州市規則第７７号）第１８条の規定による軽微な工事をいう。

注１　北九州市建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第５９号）第７条第１項に

　ウ　雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）第７条の規定による届出の義務
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工事名 湯川飛行場線（２工区）道路改良工事（３０－１）
工事場所 北九州市小倉南区中曽根東五丁目
工事内容 工事延長　３１０メートル　ほか
工期 請負契約締結の日から平成３１年３月３１日まで
予定価格 ７，３７８万円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）
総合評価落札
方式

適用しない。

受発注者間情
報共有システ
ム

試行対象としない。

登録 建設工事有資格業者名簿（注１）に記載され、有資格業者としての資格を有していること。
登録工種 土木工事（希望順位が第１順位であること。）
等級（注２） Ａ
許可 土木工事業について特定建設業の許可を受けていること。
所在地 本店又は主たる営業所（注３）が北九州市内にあること。

実績

平成２５年度以降、北九州市（上下水道局、交通局、病院局及び公営競技局を含む。以下「本
市」という。）が発注した予定価格２００万円を超える額（消費税及び地方消費税相当額を含
む。）の土木工事（軽微な工事（注４）を除く。）について、単体又は共同企業体の構成員と
して指名の実績（一般競争入札で参加資格有りと認めたものも含む。）又は契約の実績がある
こと。

（１）　競争参加資格確認申請書の提出期限の日において、本市が平成２９年度又は平成３０
  年度に発注した予定価格（注５）６，０００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む
  。）の土木工事（推進工事、管更生工事、軌道工事及び本市が指定した特殊工事を除く。）
  を単体又は共同企業体の構成員として施工中（受発注者間情報共有システム試行対象工事を
　落札した者で契約手続中のものを含む。）でないこと。ただし、次のいずれかに該当する場
　合は、この限りでない。

　ア　北九州市技術監理局契約部が優良業者認定基準に基づき認定した土木工事の優良業者で
　　あるとき。
　イ　工事の施工の一時中止（注６）に係る通知を受けている場合において、当該工事中止期
　　間中であるとき。
　ウ　当該施工中の工事について、賃金又は物価等の変動に基づく契約金額の変更（注７）を
　　協議（注８）するため工期を延長した場合において、競争参加資格確認申請書の提出期限
　　の日が当該工期の延長に係る期間中のものであるとき。

（２）　本市が発注した予定価格６，０００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。
　）の土木工事（推進工事、管更生工事、軌道工事及び本市が指定した特殊工事を除く。）で
　平成３０年７月３０日から本件開札日までの間に開札するものの落札者（共同企業体の構成
　員を含む。）でないこと。

技術者
この工事に係る監理技術者（直接的かつ恒常的な雇用関係（入札を行った日において雇用関係
が３箇月以上経過していることをいう。）にある者に限る。）を専任で配置することができる
こと。

その他 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。
場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課

期間
この公告の日から本件開札日まで（注９）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後
１時から午後４時３０分まで

４　競争参加
　資格確認申
　請書の提出
　期間
５　入札書の
　受付期間

場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課
日時 平成３０年９月４日　午前９時５５分

７　入札及び 最低制限価格 設ける。
　契約に関す 入札保証金 免除する。
　る条件 契約金額の１００分の１０以上の額。ただし、契約規則第２５条第７項第１号又は第２号のい

ずれかに該当する場合は、免除する。

（１）　平成３０年８月３０日及び同月３１日　午前９時から午後７時まで
（２）　平成３０年９月３日　午前９時から午後４時３０分まで

（１）　この公告の日から平成３０年８月２０日まで（注９）の毎日午前９時から午後４時３０分まで
（２）　平成３０年８月２１日　午前９時から正午まで

契約保証金

２　競争入札
　参加資格（
　次のいずれ
　にも該当す
　る者である
　こと。）

手持工事等

次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

北九州市公告第５３１号
　次の工事について、一般競争入札により請負契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２２

　　平成３０年８月１日
。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定により、次のとおり公告する。
年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市契約規則（昭和３９年北九州市規則第２５号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北九州市長　北　橋　健　治

１　工事概要

３　契約条項
　を示す場所
　及び期間

６　開札の場
　所及び日時
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８　入札の無
　効

注６　北九州市工事請負契約約款第２０条（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約約款第
　２０条、病院局が発注した工事にあっては北九州市病院局工事請負契約約款第２０条、公営競技局が発注した工事にあっ
　ては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２０条）に規定する工事の施工の一時中止をいう。
注７　北九州市工事請負契約約款第２５条第５項及び第６項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工
　事請負契約約款第２５条第５項及び第６項、病院局が発注した工事にあっては北九州市病院局工事請負契約約款第２５条
　第５項及び第６項、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２５条第５項及び第６
　項）に規定する契約金額の変更をいう。
注８　北九州市工事請負契約約款第２５条第７項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約
　約款第２５条第７項、病院局が発注した工事にあっては北九州市病院局工事請負契約約款第２５条第７項、公営競技局が
　発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２５条第７項）に規定する協議をいう。
注９　この公告第３項及び第４項に規定する期間内に、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７
　８号）に規定する休日及び１２月２９日から翌年の１月３日までの日が含まれる場合、それらの日を除く。

注５　合併入札を行った工事については、合併入札時の予定価格をいう。

　録を完了していない者は、この入札に参加することができない。

（４）　北九州市電子入札実施要領第１０条各号のいずれかに該当する入札
（３）　契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札

注２　建設工事有資格業者名簿に記載されている工種ごとの等級をいう。
注３　建設業法施行規則（昭和２４年建設省令第１４号）第６条に規定する主たる営業所をいう。
注４　北九州市工事執行規則（昭和４９年北九州市規則第７７号）第１８条の規定による軽微な工事をいう。

注１　北九州市建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第５９号）第７条第１項に

　ウ　雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）第７条の規定による届出の義務

９　その他

（１）　この公告に示した競争参加資格のない者のした入札
（２）　競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者の入札

（１）　この工事に係るその他入札に関する条件は、入札説明書による。

　規定する有資格業者名簿をいう。

（２）　入札説明書に定める期間中に仕様書等の交付を受けない者又は北九州市電子入札システムの利用者登

　）とする。

（３）　下請代金の総額が３，０００万円以上（建築一式工事においては４，５００万円以上）の場合、以下
　に定める届出の義務を履行していない一次下請建設業者（当該届出の義務がない者を除く。）名等を建設業
　担当部局（福岡県建築指導課等）に通報する。
　ア　健康保険法（大正１１年法律第７０号）第４８条の規定による届出の義務
　イ　厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１５号）第２７条の規定による届出の義務

（４）　この公告に関する問合せ先は、北九州市技術監理局契約部契約課（電話　０９３－５８２－２２５６
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工事名 吉志一丁目みはらし公園擁壁改修工事
工事場所 北九州市門司区吉志一丁目
工事内容 ブロック積擁壁工　１式　ほか
工期 請負契約締結の日から平成３１年３月１５日まで
予定価格 ４，６３４万円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）
総合評価落札
方式

適用しない。

受発注者間情
報共有システ
ム

試行対象としない。

登録 建設工事有資格業者名簿（注１）に記載され、有資格業者としての資格を有していること。
登録工種 土木工事（希望順位が第１順位であること。）
等級（注２） Ａ又はＢ
許可 土木工事業について特定建設業の許可又は一般建設業の許可を受けていること。
所在地 本店又は主たる営業所（注３）が北九州市門司区内、小倉北区内又は小倉南区内にあること。

実績

平成２５年度以降、北九州市（上下水道局、交通局、病院局及び公営競技局を含む。以下「本
市」という。）が発注した予定価格２００万円を超える額（消費税及び地方消費税相当額を含
む。）の土木工事（軽微な工事（注４）を除く。）について、単体又は共同企業体の構成員と
して指名の実績（一般競争入札で参加資格有りと認めたものも含む。）又は契約の実績がある
こと。

（１）　競争参加資格確認申請書の提出期限の日において、Ａランク業者については本市が平
　成２９年度又は平成３０年度に発注した予定価格（注５）５，０００万円以上（消費税及び
　地方消費税相当額を含む。）の、Ｂランク業者については本市が平成２９年度又は平成３０
　年度に発注した予定価格２，５００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の土
　木工事（推進工事、管更生工事、軌道工事及び本市が指定した特殊工事を除く。）を単体又
　は共同企業体の構成員として施工中（受発注者間情報共有システム試行対象工事を落札した
　者で契約手続中のものを含む。）でないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、こ
　の限りでない。
　ア　北九州市技術監理局契約部が優良業者認定基準に基づき認定した土木工事の優良業者で
　　あるとき。
　イ　工事の施工の一時中止（注６）に係る通知を受けている場合において、当該工事中止期
　　間中であるとき。
　ウ　当該施工中の工事について、賃金又は物価等の変動に基づく契約金額の変更（注７）を
　　協議（注８）するため工期を延長した場合において、競争参加資格確認申請書の提出期限
　　の日が当該工期の延長に係る期間中のものであるとき。
（２）　Ａランク業者については予定価格５，０００万円以上（消費税及び地方消費税相当額
　を含む。）の、Ｂランク業者については予定価格１，０００万円以上（消費税及び地方消費
　税相当額を含む。）の本市が発注した土木工事（推進工事、管更生工事、軌道工事及び本市
　が指定した特殊工事を除く。）で平成３０年７月３０日から本件開札日までの間に開札する
　ものの落札者（共同企業体の構成員を含む。）でないこと。

技術者
この工事に係る監理技術者（直接的かつ恒常的な雇用関係（入札を行った日において雇用関係
が３箇月以上経過していることをいう。以下同じ。）にある者に限る。）又は主任技術者（直
接的かつ恒常的な雇用関係にある者に限る。）を専任で配置することができること。

その他 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。
場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課

期間
この公告の日から本件開札日まで（注９）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後
１時から午後４時３０分まで

４　競争参加
　資格確認申
　請書の提出
　期間
５　入札書の
　受付期間

場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課
日時 平成３０年９月４日　午前１０時
最低制限価格 設ける。
入札保証金 免除する。

契約金額の１００分の１０以上の額。ただし、契約規則第２５条第７項第１号又は第２号のい
ずれかに該当する場合は、免除する。

北九州市公告第５３２号
　次の工事について、一般競争入札により請負契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２２

　　平成３０年８月１日
。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定により、次のとおり公告する。
年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市契約規則（昭和３９年北九州市規則第２５号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北九州市長　北　橋　健　治

１　工事概要

３　契約条項
　を示す場所
　及び期間

６　開札の場
　所及び日時

７　入札及び
　契約に関す
　る条件

（１）　平成３０年８月３０日及び同月３１日　午前９時から午後７時まで
（２）　平成３０年９月３日　午前９時から午後４時３０分まで

（１）　この公告の日から平成３０年８月２０日まで（注９）の毎日午前９時から午後４時３０分まで
（２）　平成３０年８月２１日　午前９時から正午まで

契約保証金

２　競争入札
　参加資格（
　次のいずれ
　にも該当す
　る者である
　こと。）

手持工事等
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注６　北九州市工事請負契約約款第２０条（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約約款第
　２０条、病院局が発注した工事にあっては北九州市病院局工事請負契約約款第２０条、公営競技局が発注した工事にあっ
ては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２０条）に規定する工事の施工の一時中止をいう。
注７　北九州市工事請負契約約款第２５条第５項及び第６項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工
　事請負契約約款第２５条第５項及び第６項、病院局が発注した工事にあっては北九州市病院局工事請負契約約款第２５条
　第５項及び第６項、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２５条第５項及び第６
項）に規定する契約金額の変更をいう。
注８　北九州市工事請負契約約款第２５条第７項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約
　約款第２５条第７項、病院局が発注した工事にあっては北九州市病院局工事請負契約約款第２５条第７項、公営競技局が
発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２５条第７項）に規定する協議をいう。
注９　この公告第３項及び第４項に規定する期間内に、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７
　８号）に規定する休日及び１２月２９日から翌年の１月３日までの日が含まれる場合、それらの日を除く。

注２　建設工事有資格業者名簿に記載されている工種ごとの等級をいう。
注３　建設業法施行規則（昭和２４年建設省令第１４号）第６条に規定する主たる営業所をいう。

注５　合併入札を行った工事については、合併入札時の予定価格をいう。
注４　北九州市工事執行規則（昭和４９年北九州市規則第７７号）第１８条の規定による軽微な工事をいう。

注１　北九州市建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第５９号）第７条第１項に

　ウ　雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）第７条の規定による届出の義務

９　その他

　規定する有資格業者名簿をいう。

（２）　入札説明書に定める期間中に仕様書等の交付を受けない者又は北九州市電子入札システムの利用者登

　）とする。

（３）　下請代金の総額が３，０００万円以上（建築一式工事においては４，５００万円以上）の場合、以下
　に定める届出の義務を履行していない一次下請建設業者（当該届出の義務がない者を除く。）名等を建設業
　担当部局（福岡県建築指導課等）に通報する。
　ア　健康保険法（大正１１年法律第７０号）第４８条の規定による届出の義務
　イ　厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１５号）第２７条の規定による届出の義務

（４）　この公告に関する問合せ先は、北九州市技術監理局契約部契約課（電話　０９３－５８２－２２５６

　録を完了していない者は、この入札に参加することができない。

（１）　この工事に係るその他入札に関する条件は、入札説明書による。

（１）　この公告に示した競争参加資格のない者のした入札
（２）　競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者の入札

８　入札の無
　効

（４）　北九州市電子入札実施要領第１０条各号のいずれかに該当する入札

次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

（３）　契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札
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工事名 長行田町線（長尾小学校入口交差点）交差点改良工事（３０－１）
工事場所 北九州市小倉南区長尾五丁目ほか
工事内容 工事長　２８０メートル　ほか
工期 請負契約締結の日から１２０日間
予定価格 ３，１１２万円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）
総合評価落札
方式

適用しない。

受発注者間情
報共有システ
ム

試行対象としない。

登録 建設工事有資格業者名簿（注１）に記載され、有資格業者としての資格を有していること。
登録工種 土木工事（希望順位が第１順位であること。）
等級（注２） Ｂ
許可 土木工事業について特定建設業の許可又は一般建設業の許可を受けていること。
所在地 本店又は主たる営業所（注３）が北九州市門司区内、小倉北区内又は小倉南区内にあること。

実績

平成２５年度以降、北九州市（上下水道局、交通局、病院局及び公営競技局を含む。以下「本
市」という。）が発注した予定価格２００万円を超える額（消費税及び地方消費税相当額を含
む。）の土木工事（軽微な工事（注４）を除く。）について、単体又は共同企業体の構成員と
して指名の実績（一般競争入札で参加資格有りと認めたものも含む。）又は契約の実績がある
こと。

（１）　競争参加資格確認申請書の提出期限の日において、本市が平成２９年度又は平成３０
  年度に発注した予定価格（注５）２，５００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む
  。）の土木工事（推進工事、管更生工事、軌道工事及び本市が指定した特殊工事を除く。）
  を単体又は共同企業体の構成員として施工中（受発注者間情報共有システム試行対象工事を
　落札した者で契約手続中のものを含む。）でないこと。ただし、次のいずれかに該当する場
　合は、この限りでない。

　ア　北九州市技術監理局契約部が優良業者認定基準に基づき認定した土木工事の優良業者で
　　あるとき。
　イ　工事の施工の一時中止（注６）に係る通知を受けている場合において、当該工事中止期
　　間中であるとき。
　ウ　当該施工中の工事について、賃金又は物価等の変動に基づく契約金額の変更（注７）を
　　協議（注８）するため工期を延長した場合において、競争参加資格確認申請書の提出期限
　　の日が当該工期の延長に係る期間中のものであるとき。

（２）　本市が発注した予定価格１，０００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。
　）の土木工事（推進工事、管更生工事、軌道工事及び本市が指定した特殊工事を除く。）で
　平成３０年７月３０日から本件開札日までの間に開札するものの落札者（共同企業体の構成
　員を含む。）でないこと。

技術者
この工事に係る監理技術者（直接的かつ恒常的な雇用関係（入札を行った日において雇用関係
が３箇月以上経過していることをいう。以下同じ。）にある者に限る。）又は主任技術者（直
接的かつ恒常的な雇用関係にある者に限る。）を配置することができること。

その他 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。
場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課

期間
この公告の日から本件開札日まで（注９）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後
１時から午後４時３０分まで

４　競争参加
　資格確認申
　請書の提出
　期間
５　入札書の
　受付期間

場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課
日時 平成３０年９月４日　午前１０時５分
最低制限価格 設ける。
入札保証金 免除する。

契約金額の１００分の１０以上の額。ただし、契約規則第２５条第７項第１号又は第２号のい
ずれかに該当する場合は、免除する。

北九州市公告第５３３号
　次の工事について、一般競争入札により請負契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２２

　　平成３０年８月１日
。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定により、次のとおり公告する。
年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市契約規則（昭和３９年北九州市規則第２５号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北九州市長　北　橋　健　治

１　工事概要

３　契約条項
　を示す場所
　及び期間

６　開札の場
　所及び日時

７　入札及び
　契約に関す
　る条件

（１）　平成３０年８月３０日及び同月３１日　午前９時から午後７時まで
（２）　平成３０年９月３日　午前９時から午後４時３０分まで

（１）　この公告の日から平成３０年８月２０日まで（注９）の毎日午前９時から午後４時３０分まで
（２）　平成３０年８月２１日　午前９時から正午まで

契約保証金

２　競争入札
　参加資格（
　次のいずれ
　にも該当す
　る者である
　こと。）

手持工事等
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注６　北九州市工事請負契約約款第２０条（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約約款第
　２０条、病院局が発注した工事にあっては北九州市病院局工事請負契約約款第２０条、公営競技局が発注した工事にあっ
ては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２０条）に規定する工事の施工の一時中止をいう。
注７　北九州市工事請負契約約款第２５条第５項及び第６項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工
　事請負契約約款第２５条第５項及び第６項、病院局が発注した工事にあっては北九州市病院局工事請負契約約款第２５条
　第５項及び第６項、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２５条第５項及び第６
項）に規定する契約金額の変更をいう。
注８　北九州市工事請負契約約款第２５条第７項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約
　約款第２５条第７項、病院局が発注した工事にあっては北九州市病院局工事請負契約約款第２５条第７項、公営競技局が
発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２５条第７項）に規定する協議をいう。
注９　この公告第３項及び第４項に規定する期間内に、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７
　８号）に規定する休日及び１２月２９日から翌年の１月３日までの日が含まれる場合、それらの日を除く。

注２　建設工事有資格業者名簿に記載されている工種ごとの等級をいう。
注３　建設業法施行規則（昭和２４年建設省令第１４号）第６条に規定する主たる営業所をいう。

注５　合併入札を行った工事については、合併入札時の予定価格をいう。
注４　北九州市工事執行規則（昭和４９年北九州市規則第７７号）第１８条の規定による軽微な工事をいう。

注１　北九州市建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第５９号）第７条第１項に

　ウ　雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）第７条の規定による届出の義務

９　その他

　規定する有資格業者名簿をいう。

（２）　入札説明書に定める期間中に仕様書等の交付を受けない者又は北九州市電子入札システムの利用者登

　）とする。

（３）　下請代金の総額が３，０００万円以上（建築一式工事においては４，５００万円以上）の場合、以下
　に定める届出の義務を履行していない一次下請建設業者（当該届出の義務がない者を除く。）名等を建設業
　担当部局（福岡県建築指導課等）に通報する。
　ア　健康保険法（大正１１年法律第７０号）第４８条の規定による届出の義務
　イ　厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１５号）第２７条の規定による届出の義務

（５）　この公告に関する問合せ先は、北九州市技術監理局契約部契約課（電話　０９３－５８２－２２５６

　録を完了していない者は、この入札に参加することができない。

（１）　この工事に係るその他入札に関する条件は、入札説明書による。

（４）　この工事は、現場代理人の兼任を認める要件に該当すれば、他の工事と重複して現場代理人となるこ
　とができる工事である。兼任を認める要件については、北九州市技術監理局契約部ホームページに掲載した
　「現場代理人の常駐義務の緩和に関する取扱要領」を参照すること。

（１）　この公告に示した競争参加資格のない者のした入札
（２）　競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者の入札

８　入札の無
　効

（４）　北九州市電子入札実施要領第１０条各号のいずれかに該当する入札

次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

（３）　契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札
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北九州市上下水道局告示第２７号 

 水道法（昭和３２年法律第１７７号）第１６条の２第１項の規定による給水

装置工事事業者の指定を行ったので、同法第２５条の３第２項の規定により次

のとおり告示する。 

  平成３０年８月１日 

北九州市上下水道局長 有 田 仁 志   

指定番号 工事店の 

名 称 

代表者 所在地 指定年月日 

Ｆ－１９３ 奥永水道 奥永昌三 福岡県田川郡福智

町赤池７３０番地

平成３０年

８月１日 
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北九州市上下水道局告示第２８号 

 水道法（昭和３２年法律第１７７号）第２５条の７の規定により指定給水装

置工事事業者から給水装置工事の事業の廃止の届出があったので、北九州市上

下水道局指定給水装置工事事業者規程（平成１０年北九州市水道局管理規程第

７号）第４条の規定により次のとおり告示する。 

  平成３０年８月１日 

北九州市上下水道局長 有 田 仁 志   

指定番号 工事店の 

名 称 

代表者 所在地 廃止年月日 

Ｍ－０９３ 綾城建設工業

株式会社 

綾城正子 北九州市小倉南

区湯川新町一丁

目５番３１号 

平成３０年 

６月２０日 
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工事名 則松七丁目他配水管布設替（推進）工事
工事場所 北九州市八幡西区則松七丁目地内ほか

工事内容
鋼製さや管ボーリング式推進工（二重ケーシング方式）　外径６００ミリメートル　２９.３３
メートル　ほか

工期 請負契約締結の日から１５０日間
予定価格 ４，９５９万円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）

総合評価落札
方式

適用しない。

受発注者間情
報共有システ
ム

試行対象としない。

登録 建設工事有資格業者名簿（注１）に記載され、有資格業者としての資格を有していること。
登録工種 土木工事（希望順位を問わない。）
等級（注２） Ａ又はＢ
許可 土木工事業について特定建設業の許可又は一般建設業の許可を受けていること。

所在地
本店又は主たる営業所（注３）が北九州市若松区内、八幡東区内、八幡西区内又は戸畑区内に
あること。

実績

平成２５年度以降、北九州市（上下水道局、交通局、病院局及び公営競技局を含む。以下「本
市」という。）が発注した予定価格２００万円を超える額（消費税及び地方消費税相当額を含
む。）の土木工事（軽微な工事（注４）を除く。）について、単体又は共同企業体の構成員と
して指名の実績（一般競争入札で参加資格有りと認めたものも含む。）又は契約の実績がある
こと。

（１）　競争参加資格確認申請書の提出期限の日において、Ａランク業者については本市が平
　成２９年度又は平成３０年度に発注した予定価格（注５）５，０００万円以上（消費税及び
　地方消費税相当額を含む。）の、Ｂランク業者については本市が平成２９年度又は平成３０
　年度に発注した予定価格２，５００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の土
　木工事（推進工事に限る。）を単体又は共同企業体の構成員として施工中（受発注者間情報
　共有システム試行対象工事を落札した者で契約手続中のものを含む。）でないこと。ただし
　、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

　ア　北九州市技術監理局契約部が優良業者認定基準に基づき認定した土木工事の優良業者で
　　あるとき。
　イ　工事の施工の一時中止（注６）に係る通知を受けている場合において、当該工事中止期
　　間中であるとき。
　ウ　当該施工中の工事について、賃金又は物価等の変動に基づく契約金額の変更（注７）を
　　協議（注８）するため工期を延長した場合において、競争参加資格確認申請書の提出期限
　　の日が当該工期の延長に係る期間中のものであるとき。
（２）　Ａランク業者については予定価格５，０００万円以上（消費税及び地方消費税相当額
　を含む。）の、Ｂランク業者については予定価格１，０００万円以上（消費税及び地方消費
　税相当額を含む。）の本市が発注した土木工事（推進工事に限る。）で平成３０年７月３０
　日から本件開札日までの間に開札するものの落札者（共同企業体の構成員を含む。）でない
　こと。

技術者

（１）　この工事に係る監理技術者（直接的かつ恒常的な雇用関係（入札を行った日において
　雇用関係が３箇月以上経過していることをいう。以下同じ。）にある者に限る。）又は主任
　技術者（直接的かつ恒常的な雇用関係にある者に限る。）を専任で配置することができるこ
　と。
（２）　この工事の推進工事期間中は、公益社団法人日本推進技術協会の認定する推進工事技
　士資格を有する責任技術者（直接的かつ恒常的な雇用関係にある者に限る。）を配置するこ
　とができること。

その他 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。
場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課

期間
この公告の日から本件開札日まで（注９）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後
１時から午後４時３０分まで

北九州市上下水道局公告第１０５号

手持工事等

　次の工事について、一般競争入札により請負契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２２

１　工事概要

２　競争入札
　参加資格（
　次のいずれ
　にも該当す
　る者である
　こと。）

　　平成３０年８月１日

道局管理規程第２５号。以下「契約規程」という。）において準用する北九州市契約規則（昭和３
年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市上下水道局契約規程（昭和３９年北九州市水

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北九州市上下水道局長　有　田　仁　志

９年北九州市規則第２５号。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定により、次のとおり
公告する。

３　契約条項
　を示す場所
　及び期間

3636



４　競争参加
　資格確認申
　請書の提出
　期間
５　入札書の
　受付期間

場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課
日時 平成３０年９月４日　午前９時１５分
最低制限価格 設ける。
入札保証金 免除する。

契約金額の１００分の１０以上の額。ただし、契約規則第２５条第７項第１号又は第２号のい
ずれかに該当する場合は、免除する。

注６　北九州市工事請負契約約款第２０条（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約約款第
　２０条、病院局が発注した工事にあっては北九州市病院局工事請負契約約款第２０条、公営競技局が発注した工事にあっ
　ては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２０条）に規定する工事の施工の一時中止をいう。
注７　北九州市工事請負契約約款第２５条第５項及び第６項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工
　事請負契約約款第２５条第５項及び第６項、病院局が発注した工事にあっては北九州市病院局工事請負契約約款第２５条
　条第５項及び第６項、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２５条第５項及び第
　６項）に規定する契約金額の変更をいう。
注８　北九州市工事請負契約約款第２５条第７項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約
　約款第２５条第７項、病院局が発注した工事にあっては北九州市病院局工事請負契約約款第２５条第７項、公営競技局が
　発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２５条第７項）に規定する協議をいう。
注９　この公告第３項及び第４項に規定する期間内に、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７
　８号）に規定する休日及び１２月２９日から翌年の１月３日までの日が含まれる場合、それらの日を除く。

７　入札及び
　契約に関す
　る条件

　規定する有資格業者名簿をいう。
注２　建設工事有資格業者名簿に記載されている工種ごとの等級をいう。
注３　建設業法施行規則（昭和２４年建設省令第１４号）第６条に規定する主たる営業所をいう。

注５　合併入札を行った工事については、合併入札時の予定価格をいう。

９　その他

（３）　下請代金の総額が３，０００万円以上（建築一式工事においては４，５００万円以上）の場合、以下
　に定める届出の義務を履行していない一次下請建設業者（当該届出の義務がない者を除く。）名等を建設業
　担当部局（福岡県建築指導課等）に通報する。
　ア　健康保険法（大正１１年法律第７０号）第４８条の規定による届出の義務
　イ　厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１５号）第２７条の規定による届出の義務

（２）　入札説明書に定める期間中に仕様書等の交付を受けない者又は北九州市電子入札システムの利用者登

　）とする。

注４　北九州市工事執行規則（昭和４９年北九州市規則第７７号）第１８条の規定による軽微な工事をいう。

（１）　この公告に示した競争参加資格のない者のした入札
（２）　競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者の入札
（３）　契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札

注１　北九州市建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第５９号）第７条第１項に

６　開札の場
　所及び日時

（１）　平成３０年８月３０日及び同月３１日　午前９時から午後７時まで
（２）　平成３０年９月３日　午前９時から午後４時３０分まで

（１）　この公告の日から平成３０年８月２０日まで（注９）の毎日午前９時から午後４時３０分まで
（２）　平成３０年８月２１日　午前９時から正午まで

（４）　北九州市電子入札実施要領第１０条各号のいずれかに該当する入札

　録を完了していない者は、この入札に参加することができない。

次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

　ウ　雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）第７条の規定による届出の義務
（４）　この公告に関する問合せ先は、北九州市技術監理局契約部契約課（電話　０９３－５８２－２２５６

（１）　この工事に係るその他入札に関する条件は、入札説明書による。

８　入札の無
　効

契約保証金
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工事名 田野浦海岸配水管布設替工事
工事場所 北九州市門司区田野浦海岸地内
工事内容 鋳鉄管据付工　内径３５０ミリメートル　３２４．２メートル　
工期 請負契約締結の日から１７５日間
予定価格 ５，９３３万円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）
総合評価落札
方式
受発注者間情
報共有システ 試行対象としない。
ム
登録 建設工事有資格業者名簿（注１）に記載され、有資格業者としての資格を有していること。
登録工種 水道施設工事（希望順位を問わない。）
等級（注２） Ａ
許可 水道施設工事業について特定建設業の許可を受けていること。
所在地 本店又は主たる営業所（注３）が北九州市内にあること。

平成２５年度以降、北九州市（上下水道局、交通局、病院局及び公営競技局を含む。以下「本
市」という。）が発注した予定価格２００万円を超える額（消費税及び地方消費税相当額を含
む。）の水道施設工事又は土木工事（軽微な工事（注４）を除く。）について、単体又は共同
企業体の構成員として指名の実績（一般競争入札で参加資格有りと認めたものを含む。）又は
契約の実績があること。
本市が発注した予定価格２，５００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の水道
施設工事（管更生工事、軌道工事及び本市が指定した特殊工事を除く。）で平成３０年７月３
０日から本件開札日までの間に開札するものの落札者（共同企業体の構成員を含む。）でない
こと。
この工事に係る監理技術者（直接的かつ恒常的な雇用関係（入札を行った日において雇用関係

技術者 が３箇月以上経過していることをいう。）にある者に限る。）を専任で配置することができる
こと。

その他 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。
場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課

この公告の日から本件開札日まで（注５）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後
１時から午後４時３０分まで

４　競争参加
　資格確認申
　請書の提出
　期間
５　入札書の
　受付期間
６　開札の場 場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課
　所及び日時 日時 平成３０年９月４日　午前９時２０分

最低制限価格 設ける。
入札保証金 免除する。

契約金額の１００分の１０以上の額。ただし、契約規程において準用する契約規則第２５条第
７項第１号又は第２号のいずれかに該当する場合は、免除する。

（２）　入札説明書に定める期間中に仕様書等の交付を受けない者又は北九州市電子入札システムの利用者登

（３）　下請代金の総額が３，０００万円以上（建築一式工事においては４，５００万円以上）の場合、以下

　担当部局（福岡県建築指導課等）に通報する。

　録を完了していない者は、この入札に参加することができない。

９　その他

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  北九州市上下水道局長　有　田　仁　志

公告する。
　　平成３０年８月１日

期間

（２）　平成３０年８月２１日　午前９時から正午まで
（１）　この公告の日から平成３０年８月２０日まで（注５）の毎日午前９時から午後４時３０分まで

適用しない。

２　競争入札
　参加資格（
　次のいずれ
　にも該当す
　る者である
　こと。）

手持工事等

１　工事概要

３　契約条項
　を示す場所
　及び期間

実績

北九州市上下水道局公告第１０６号
　次の工事について、一般競争入札により請負契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２２

９年北九州市規則第２５号。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定により、次のとおり
道局管理規程第２５号。以下「契約規程」という。）において準用する北九州市契約規則（昭和３
年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市上下水道局契約規程（昭和３９年北九州市水

（２）　競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者の入札
（３）　契約規程において準用する契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札 

　ア　健康保険法（大正１１年法律第７０号）第４８条の規定による届出の義務

　に定める届出の義務を履行していない一次下請建設業者（当該届出の義務がない者を除く。）名等を建設業

７　入札及び
　契約に関す
　る条件 契約保証金

（１）　平成３０年８月３０日及び同月３１日　午前９時から午後７時まで
（２）　平成３０年９月３日　午前９時から午後４時３０分まで

（１）　この工事に係るその他入札に関する条件は、入札説明書による。 
（４）　北九州市電子入札実施要領第１０条各号のいずれかに該当する入札 

８　入札の無
　効

次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
（１）　この公告に示した競争参加資格のない者のした入札
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　８号）に規定する休日及び１２月２９日から翌年の１月３日までの日が含まれる場合、それらの日を除く。

　号）第２条において準用する北九州市建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第

　）とする。

注５　この公告第３項及び第４項に規定する期間内に、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７

注２　建設工事有資格業者名簿に記載されている工種ごとの等級をいう。

注１　北九州市上下水道局建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規程（平成６年北九州市水道局管理規程第８

注３　建設業法施行規則（昭和２４年建設省令第１４号）第６条に規定する主たる営業所をいう。

　５９号）第７条第１項に規定する有資格業者名簿をいう。

注４　北九州市工事執行規則（昭和４９年北九州市規則第７７号）第１８条の規定による軽微な工事をいう。

（４）　この公告に関する問合せ先は、北九州市技術監理局契約部契約課（電話　０９３－５８２－２２５６
　ウ　雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）第７条の規定による届出の義務
　イ　厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１５号）第２７条の規定による届出の義務
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工事名 西畑町他配水管布設替工事
工事場所 北九州市若松区西畑町地内ほか
工事内容 鋳鉄管据付工　内径１５０～３５０ミリメートル　５０３．５メートル　
工期 請負契約締結の日から平成３１年３月３１日まで
予定価格 ５，６８５万円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）
総合評価落札
方式
受発注者間情
報共有システ 試行対象としない。
ム
登録 建設工事有資格業者名簿（注１）に記載され、有資格業者としての資格を有していること。
登録工種 水道施設工事（希望順位を問わない。）
等級（注２） Ａ
許可 水道施設工事業について特定建設業の許可を受けていること。
所在地 本店又は主たる営業所（注３）が北九州市内にあること。

平成２５年度以降、北九州市（上下水道局、交通局、病院局及び公営競技局を含む。以下「本
市」という。）が発注した予定価格２００万円を超える額（消費税及び地方消費税相当額を含
む。）の水道施設工事又は土木工事（軽微な工事（注４）を除く。）について、単体又は共同
企業体の構成員として指名の実績（一般競争入札で参加資格有りと認めたものを含む。）又は
契約の実績があること。
本市が発注した予定価格２，５００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の水道
施設工事（管更生工事、軌道工事及び本市が指定した特殊工事を除く。）で平成３０年７月３
０日から本件開札日までの間に開札するものの落札者（共同企業体の構成員を含む。）でない
こと。
この工事に係る監理技術者（直接的かつ恒常的な雇用関係（入札を行った日において雇用関係

技術者 が３箇月以上経過していることをいう。）にある者に限る。）を専任で配置することができる
こと。

その他 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。
場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課

この公告の日から本件開札日まで（注５）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後
１時から午後４時３０分まで

４　競争参加
　資格確認申
　請書の提出
　期間
５　入札書の
　受付期間
６　開札の場 場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課
　所及び日時 日時 平成３０年９月４日　午前９時２５分

最低制限価格 設ける。
入札保証金 免除する。

契約金額の１００分の１０以上の額。ただし、契約規程において準用する契約規則第２５条第
７項第１号又は第２号のいずれかに該当する場合は、免除する。

（２）　入札説明書に定める期間中に仕様書等の交付を受けない者又は北九州市電子入札システムの利用者登

（３）　下請代金の総額が３，０００万円以上（建築一式工事においては４，５００万円以上）の場合、以下

　担当部局（福岡県建築指導課等）に通報する。

　録を完了していない者は、この入札に参加することができない。

９　その他

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  北九州市上下水道局長　有　田　仁　志

公告する。
　　平成３０年８月１日

期間

（２）　平成３０年８月２１日　午前９時から正午まで
（１）　この公告の日から平成３０年８月２０日まで（注５）の毎日午前９時から午後４時３０分まで

適用しない。

２　競争入札
　参加資格（
　次のいずれ
　にも該当す
　る者である
　こと。）

手持工事等

１　工事概要

３　契約条項
　を示す場所
　及び期間

実績

北九州市上下水道局公告第１０７号
　次の工事について、一般競争入札により請負契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２２

９年北九州市規則第２５号。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定により、次のとおり
道局管理規程第２５号。以下「契約規程」という。）において準用する北九州市契約規則（昭和３
年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市上下水道局契約規程（昭和３９年北九州市水

（２）　競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者の入札
（３）　契約規程において準用する契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札 

　ア　健康保険法（大正１１年法律第７０号）第４８条の規定による届出の義務

　に定める届出の義務を履行していない一次下請建設業者（当該届出の義務がない者を除く。）名等を建設業

７　入札及び
　契約に関す
　る条件 契約保証金

（１）　平成３０年８月３０日及び同月３１日　午前９時から午後７時まで
（２）　平成３０年９月３日　午前９時から午後４時３０分まで

（１）　この工事に係るその他入札に関する条件は、入札説明書による。 
（４）　北九州市電子入札実施要領第１０条各号のいずれかに該当する入札 

８　入札の無
　効

次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
（１）　この公告に示した競争参加資格のない者のした入札
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　８号）に規定する休日及び１２月２９日から翌年の１月３日までの日が含まれる場合、それらの日を除く。

　号）第２条において準用する北九州市建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第

　）とする。

注５　この公告第３項及び第４項に規定する期間内に、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７

注２　建設工事有資格業者名簿に記載されている工種ごとの等級をいう。

注１　北九州市上下水道局建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規程（平成６年北九州市水道局管理規程第８

注３　建設業法施行規則（昭和２４年建設省令第１４号）第６条に規定する主たる営業所をいう。

　５９号）第７条第１項に規定する有資格業者名簿をいう。

注４　北九州市工事執行規則（昭和４９年北九州市規則第７７号）第１８条の規定による軽微な工事をいう。

（４）　この公告に関する問合せ先は、北九州市技術監理局契約部契約課（電話　０９３－５８２－２２５６
　ウ　雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）第７条の規定による届出の義務
　イ　厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１５号）第２７条の規定による届出の義務
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工事名 山王一丁目配水管布設替工事（３０－１工区）
工事場所 北九州市八幡東区山王一丁目地内
工事内容 鋳鉄管据付工　内径４００ミリメートル　２０５．２メートル　ほか
工期 請負契約締結の日から１６５日間
予定価格 ４，５４５万円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）
総合評価落札
方式
受発注者間情
報共有システ 試行対象としない。
ム
登録 建設工事有資格業者名簿（注１）に記載され、有資格業者としての資格を有していること。
登録工種 水道施設工事（希望順位を問わない。）
等級（注２） Ａ
許可 水道施設工事業について特定建設業の許可又は一般建設業の許可を受けていること。
所在地 本店又は主たる営業所（注３）が北九州市内にあること。

平成２５年度以降、北九州市（上下水道局、交通局、病院局及び公営競技局を含む。以下「本
市」という。）が発注した予定価格２００万円を超える額（消費税及び地方消費税相当額を含
む。）の水道施設工事又は土木工事（軽微な工事（注４）を除く。）について、単体又は共同
企業体の構成員として指名の実績（一般競争入札で参加資格有りと認めたものを含む。）又は
契約の実績があること。
本市が発注した予定価格２，５００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の水道
施設工事（管更生工事、軌道工事及び本市が指定した特殊工事を除く。）で平成３０年７月３
０日から本件開札日までの間に開札するものの落札者（共同企業体の構成員を含む。）でない
こと。
この工事に係る監理技術者（直接的かつ恒常的な雇用関係（入札を行った日において雇用関係

技術者 が３箇月以上経過していることをいう。以下同じ。）にある者に限る。）又は主任技術者（直
接的かつ恒常的な雇用関係にある者に限る。）を専任で配置することができること。

その他 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。
場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課

この公告の日から本件開札日まで（注５）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後
１時から午後４時３０分まで

４　競争参加
　資格確認申
　請書の提出
　期間
５　入札書の
　受付期間
６　開札の場 場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課
　所及び日時 日時 平成３０年９月４日　午前９時３０分

最低制限価格 設ける。
入札保証金 免除する。

契約金額の１００分の１０以上の額。ただし、契約規程において準用する契約規則第２５条第
７項第１号又は第２号のいずれかに該当する場合は、免除する。

７　入札及び
　契約に関す
　る条件 契約保証金

（１）　平成３０年８月３０日及び同月３１日　午前９時から午後７時まで
（２）　平成３０年９月３日　午前９時から午後４時３０分まで

（１）　この工事に係るその他入札に関する条件は、入札説明書による。 
（４）　北九州市電子入札実施要領第１０条各号のいずれかに該当する入札 

８　入札の無
　効

次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
（１）　この公告に示した競争参加資格のない者のした入札
（２）　競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者の入札
（３）　契約規程において準用する契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札 

　ア　健康保険法（大正１１年法律第７０号）第４８条の規定による届出の義務

　に定める届出の義務を履行していない一次下請建設業者（当該届出の義務がない者を除く。）名等を建設業

北九州市上下水道局公告第１０８号
　次の工事について、一般競争入札により請負契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２２

９年北九州市規則第２５号。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定により、次のとおり
道局管理規程第２５号。以下「契約規程」という。）において準用する北九州市契約規則（昭和３
年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市上下水道局契約規程（昭和３９年北九州市水

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  北九州市上下水道局長　有　田　仁　志

公告する。
　　平成３０年８月１日

期間

（２）　平成３０年８月２１日　午前９時から正午まで
（１）　この公告の日から平成３０年８月２０日まで（注５）の毎日午前９時から午後４時３０分まで

適用しない。

２　競争入札
　参加資格（
　次のいずれ
　にも該当す
　る者である
　こと。）

手持工事等

１　工事概要

３　契約条項
　を示す場所
　及び期間

実績

（２）　入札説明書に定める期間中に仕様書等の交付を受けない者又は北九州市電子入札システムの利用者登

（３）　下請代金の総額が３，０００万円以上（建築一式工事においては４，５００万円以上）の場合、以下

　担当部局（福岡県建築指導課等）に通報する。

　録を完了していない者は、この入札に参加することができない。

９　その他
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　ウ　雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）第７条の規定による届出の義務
　イ　厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１５号）第２７条の規定による届出の義務

　８号）に規定する休日及び１２月２９日から翌年の１月３日までの日が含まれる場合、それらの日を除く。

　号）第２条において準用する北九州市建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第

　）とする。

注５　この公告第３項及び第４項に規定する期間内に、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７

注２　建設工事有資格業者名簿に記載されている工種ごとの等級をいう。

注１　北九州市上下水道局建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規程（平成６年北九州市水道局管理規程第８

注３　建設業法施行規則（昭和２４年建設省令第１４号）第６条に規定する主たる営業所をいう。

　５９号）第７条第１項に規定する有資格業者名簿をいう。

注４　北九州市工事執行規則（昭和４９年北九州市規則第７７号）第１８条の規定による軽微な工事をいう。

（４）　この公告に関する問合せ先は、北九州市技術監理局契約部契約課（電話　０９３－５８２－２２５６
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工事名 大字安瀬配水管布設替工事（４工区）
工事場所 北九州市若松区大字安瀬地内
工事内容 鋳鉄管据付工　内径３５０ミリメートル　３３０．５メートル　ほか
工期 請負契約締結の日から１５５日間
予定価格 ３，９７４万円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）
総合評価落札
方式
受発注者間情
報共有システ 試行対象としない。
ム
登録 建設工事有資格業者名簿（注１）に記載され、有資格業者としての資格を有していること。
登録工種 水道施設工事（希望順位を問わない。）
等級（注２） Ａ
許可 水道施設工事業について特定建設業の許可又は一般建設業の許可を受けていること。
所在地 本店又は主たる営業所（注３）が北九州市内にあること。

平成２５年度以降、北九州市（上下水道局、交通局、病院局及び公営競技局を含む。以下「本
市」という。）が発注した予定価格２００万円を超える額（消費税及び地方消費税相当額を含
む。）の水道施設工事又は土木工事（軽微な工事（注４）を除く。）について、単体又は共同
企業体の構成員として指名の実績（一般競争入札で参加資格有りと認めたものを含む。）又は
契約の実績があること。
本市が発注した予定価格２，５００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の水道
施設工事（管更生工事、軌道工事及び本市が指定した特殊工事を除く。）で平成３０年７月３
０日から本件開札日までの間に開札するものの落札者（共同企業体の構成員を含む。）でない
こと。
この工事に係る監理技術者（直接的かつ恒常的な雇用関係（入札を行った日において雇用関係

技術者 が３箇月以上経過していることをいう。以下同じ。）にある者に限る。）又は主任技術者（直
接的かつ恒常的な雇用関係にある者に限る。）を専任で配置することができること。

その他 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。
場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課

この公告の日から本件開札日まで（注５）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後
１時から午後４時３０分まで

４　競争参加
　資格確認申
　請書の提出
　期間
５　入札書の
　受付期間
６　開札の場 場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課
　所及び日時 日時 平成３０年９月４日　午前９時３５分

最低制限価格 設ける。
入札保証金 免除する。

契約金額の１００分の１０以上の額。ただし、契約規程において準用する契約規則第２５条第
７項第１号又は第２号のいずれかに該当する場合は、免除する。

７　入札及び
　契約に関す
　る条件 契約保証金

（１）　平成３０年８月３０日及び同月３１日　午前９時から午後７時まで
（２）　平成３０年９月３日　午前９時から午後４時３０分まで

（１）　この工事に係るその他入札に関する条件は、入札説明書による。 
（４）　北九州市電子入札実施要領第１０条各号のいずれかに該当する入札 

８　入札の無
　効

次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
（１）　この公告に示した競争参加資格のない者のした入札
（２）　競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者の入札
（３）　契約規程において準用する契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札 

　ア　健康保険法（大正１１年法律第７０号）第４８条の規定による届出の義務

　に定める届出の義務を履行していない一次下請建設業者（当該届出の義務がない者を除く。）名等を建設業

北九州市上下水道局公告第１０９号
　次の工事について、一般競争入札により請負契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２２

９年北九州市規則第２５号。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定により、次のとおり
道局管理規程第２５号。以下「契約規程」という。）において準用する北九州市契約規則（昭和３
年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市上下水道局契約規程（昭和３９年北九州市水

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  北九州市上下水道局長　有　田　仁　志

公告する。
　　平成３０年８月１日

期間

（２）　平成３０年８月２１日　午前９時から正午まで
（１）　この公告の日から平成３０年８月２０日まで（注５）の毎日午前９時から午後４時３０分まで

適用しない。

２　競争入札
　参加資格（
　次のいずれ
　にも該当す
　る者である
　こと。）

手持工事等

１　工事概要

３　契約条項
　を示す場所
　及び期間

実績

（２）　入札説明書に定める期間中に仕様書等の交付を受けない者又は北九州市電子入札システムの利用者登

（３）　下請代金の総額が３，０００万円以上（建築一式工事においては４，５００万円以上）の場合、以下

　担当部局（福岡県建築指導課等）に通報する。

　録を完了していない者は、この入札に参加することができない。

９　その他
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　ウ　雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）第７条の規定による届出の義務
　イ　厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１５号）第２７条の規定による届出の義務

　８号）に規定する休日及び１２月２９日から翌年の１月３日までの日が含まれる場合、それらの日を除く。

　号）第２条において準用する北九州市建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第

　）とする。

注５　この公告第３項及び第４項に規定する期間内に、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７

注２　建設工事有資格業者名簿に記載されている工種ごとの等級をいう。

注１　北九州市上下水道局建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規程（平成６年北九州市水道局管理規程第８

注３　建設業法施行規則（昭和２４年建設省令第１４号）第６条に規定する主たる営業所をいう。

　５９号）第７条第１項に規定する有資格業者名簿をいう。

注４　北九州市工事執行規則（昭和４９年北九州市規則第７７号）第１８条の規定による軽微な工事をいう。

（４）　この公告に関する問合せ先は、北九州市技術監理局契約部契約課（電話　０９３－５８２－２２５６
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工事名 西港町配水管布設替工事（その３）
工事場所 北九州市小倉北区西港町地内
工事内容 鋳鉄管据付工　内径１５０ミリメートル　４８９．９メートル　ほか
工期 請負契約締結の日から１５０日間
予定価格 ２，４１３万円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）
総合評価落札
方式
受発注者間情
報共有システ 試行対象としない。
ム
登録 建設工事有資格業者名簿（注１）に記載され、有資格業者としての資格を有していること。
登録工種 水道施設工事（希望順位を問わない。）
等級（注２） Ａ
許可 水道施設工事業について特定建設業の許可又は一般建設業の許可を受けていること。
所在地 本店又は主たる営業所（注３）が北九州市内にあること。

平成２５年度以降、北九州市（上下水道局、交通局、病院局及び公営競技局を含む。以下「本
市」という。）が発注した予定価格２００万円を超える額（消費税及び地方消費税相当額を含
む。）の水道施設工事又は土木工事（軽微な工事（注４）を除く。）について、単体又は共同
企業体の構成員として指名の実績（一般競争入札で参加資格有りと認めたものを含む。）又は
契約の実績があること。
本市が発注した予定価格２，５００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の水道
施設工事（管更生工事、軌道工事及び本市が指定した特殊工事を除く。）で平成３０年７月３
０日から本件開札日までの間に開札するものの落札者（共同企業体の構成員を含む。）でない
こと。
この工事に係る監理技術者（直接的かつ恒常的な雇用関係（入札を行った日において雇用関係

技術者 が３箇月以上経過していることをいう。以下同じ。）にある者に限る。）又は主任技術者（直
接的かつ恒常的な雇用関係にある者に限る。）を配置することができること。

その他 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。
場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課

この公告の日から本件開札日まで（注５）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後
１時から午後４時３０分まで

４　競争参加
　資格確認申
　請書の提出
　期間
５　入札書の
　受付期間
６　開札の場 場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課
　所及び日時 日時 平成３０年９月４日　午前９時４０分

最低制限価格 設ける。
入札保証金 免除する。

契約金額の１００分の１０以上の額。ただし、契約規程において準用する契約規則第２５条第
７項第１号又は第２号のいずれかに該当する場合は、免除する。

（２）　競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者の入札

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北九州市上下水道局長　有　田　仁　志

公告する。
　　平成３０年８月１日

期間

（２）　平成３０年８月２１日　午前９時から正午まで
（１）　この公告の日から平成３０年８月２０日まで（注５）の毎日午前９時から午後４時３０分まで

適用しない。

２　競争入札
　参加資格（
　次のいずれ
　にも該当す
　る者である
　こと。）

実績

手持工事等

１　工事概要

３　契約条項
　を示す場所
　及び期間

北九州市上下水道局公告第１１０号
　次の工事について、一般競争入札により請負契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２２

９年北九州市規則第２５号。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定により、次のとおり
道局管理規程第２５号。以下「契約規程」という。）において準用する北九州市契約規則（昭和３
年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市上下水道局契約規程（昭和３９年北九州市水

（２）　入札説明書に定める期間中に仕様書等の交付を受けない者又は北九州市電子入札システムの利用者登

（３）　下請代金の総額が３，０００万円以上（建築一式工事においては４，５００万円以上）の場合、以下

　担当部局（福岡県建築指導課等）に通報する。

　録を完了していない者は、この入札に参加することができない。

７　入札及び
　契約に関す
　る条件 契約保証金

（１）　平成３０年８月３０日及び同月３１日　午前９時から午後７時まで
（２）　平成３０年９月３日　午前９時から午後４時３０分まで

（１）　この工事に係るその他入札に関する条件は、入札説明書による。 

９　その他

（４）　北九州市電子入札実施要領第１０条各号のいずれかに該当する入札 

８　入札の無
　効

次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

　イ　厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１５号）第２７条の規定による届出の義務
　ア　健康保険法（大正１１年法律第７０号）第４８条の規定による届出の義務

　に定める届出の義務を履行していない一次下請建設業者（当該届出の義務がない者を除く。）名等を建設業

（１）　この公告に示した競争参加資格のない者のした入札

（３）　契約規程において準用する契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札 
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（４）　この工事は、現場代理人の兼任を認める要件に該当すれば、他の工事と重複して現場代理人となるこ
　とができる工事である。兼任を認める要件については、北九州市技術監理局契約部ホームページに掲載した
　「現場代理人の常駐義務の緩和に関する取扱要領」を参照すること。

　８号）に規定する休日及び１２月２９日から翌年の１月３日までの日が含まれる場合、それらの日を除く。

　号）第２条において準用する北九州市建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第

注５　この公告第３項及び第４項に規定する期間内に、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７

注２　建設工事有資格業者名簿に記載されている工種ごとの等級をいう。

注１　北九州市上下水道局建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規程（平成６年北九州市水道局管理規程第８

注３　建設業法施行規則（昭和２４年建設省令第１４号）第６条に規定する主たる営業所をいう。

　５９号）第７条第１項に規定する有資格業者名簿をいう。

　ウ　雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）第７条の規定による届出の義務

（５）　この公告に関する問合せ先は、北九州市技術監理局契約部契約課（電話　０９３－５８２－２２５６

注４　北九州市工事執行規則（昭和４９年北九州市規則第７７号）第１８条の規定による軽微な工事をいう。

　）とする。
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北九州市教育委員会告示第２号 

 北九州市文化財保護条例（昭和４５年北九州市条例第３２号）第４条第１項

及び第２６条１項の規定に基づき、北九州市指定文化財について次のとおり指

定を行う。 

  平成３０年８月１日 

北九州市教育委員会      

教育長 垣 迫 裕 俊   

北九州市指定文化財 

指定区分 名称・員数 所在場所 
所有者の 

住所氏名 

有形文化財 

(建造物) 

旧安川家住宅 

本館棟１棟 

大座敷棟１棟 

南蔵１棟 

北蔵１棟 

洋館棟１棟 

附 正門、塀、渡り

廊下、棟札３枚、洋

館棟家具９点 

北九州市戸

畑区一枝一

丁目４番２

３号他 

北九州市小倉北区城内

１番１号 

北九州市 

無形民俗文化財 横代神楽 

附 神楽面８面 

北九州市小

倉南区上横

代地区 

北九州市小倉南区大字

横代  

横代神楽保存会 
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